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開 講午前 10時 o1分

。議長{石井 正君) 本日の出席議員数 26名、乙れより第 1岡市議会

定例会第 2日の会議を開会し、直ちに本日の会議を開きます。

本日の自信事はお手元に庖付の日程表lとより行います。
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行政一般通告質問

。議長(石井 正君} 日程第 1、乙れより通告による行政一般質問を行

います。

締め切り自の 3月 5日正午までに提出のありました議員、要旨及びその

頗序はお手元lζ 配付のとおりであります。

乙れより願次質問を行います。

乙の際、申し上げます。通告質問者は以上のとおりであり、他民関連質

問等の発言もあろうかと思いますが、本日は通告者のみといたします。

発言の方法は、最初の発言を 20分以内とし、執行当局の答弁は時間外、

再質問は答弁を含めて 30分以内といたします。

乙れより願次発言を顕います。

1番議員神田守隆君御登壇顕います。

{ 1番議員神田守隆君登壇)

01番(神田守隆君) すでに通告をいたしました 5点にわたって御質問

を申し上げます。

まず第 1点は、市民への負担しわ寄せと市財政についてでございます。

新年度予算では、市民への負担のしわ寄せが大変多いのが特徴となって

います。個人市民税や固定資産税などの市民の税負担は 1世帯当たり 19 

万 8623円で、乙れは減税ど乙ろか今年度当初予算に比べても 4. 3 % 
の増税となっており、 1億 82 0 0万円総額で市民への増税となってきて

おります。

国民櫨康保険税は 1世帯当たり 10万 22 0 7円となっていますが、今

年度に比べて 5. 5 %の増税、総額では 9500万円もふえているわけで

あります。国民健康保険加入の平均世帯では、館山市lζ払う乙れらの税金

だけで 30万円を超える乙とになるわけであります。

また、昨年の 10月からプールとか、市民運動場など社会体育施設や、

市民センターなどの値上げで年間約 740万円、住民票などの手数料の値

上げ等で年間約 1000万円、その他の値上げを含め年間約 20 0 0万円

もの負担増がすでに押しつけられていますが、乙れに続いて乙の 4月から

は幼稚園保育斜で約 300万円、市営住宅家賃で約 670万円、〈み取り
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現金で 4350万円、合計約 5300万円もの市民への負担増が押しつけ

られようとしています。文字どおり次から次へと市民に負担をおしかぶせ

るやり方であります。特にくみ取り掛や幼稚園保育料、市営住宅家賃など

の値上げは、市民の暮らしを守るべき市政が率先して市民の台所を直撃し

ていると言っても過言ではありません。

市長は、施政方針の申で「私の市政運営の基本理念は、市民一人一人を

尊重した市民生活の安定である j と述べていますが、値上げ攻勢の申でど

うして市民生活の安定があるのか理解できないと乙ろであります。市長は

市民への負担増を市長としてどう考えているのか、お聞かせを願いたいと

思うわけであります。

次民、小さい第 2点ですが、財政調整基金への積み立て残高は 51年度

末で 9偉 85 0 0万円もあり、 58年度は当初予算で 2憧 50 0 0万円取

ー嵐す乙とになっていましたが、乙の 3月の補正では乙の取与踊しを戻し

て、さらに 1000万円の積み立てを新たに行うというととの結果、乙の

年度末では 10儲 55 0 0万円もの残高が見込めるかと思います。

市民生活が苦しいいま乙そ財政調整基金を取争指し、市民の負担の軽減

に充てるときではないでしょうか。くみ取り斜や幼稚園保育輔、市営住宅

家賃の値上げ分は財政調整基金の運用利息にも及ばない金額であります。

その利息分を回すだけでも値上げはしなくて済みます。財政調整基金を取

り崩して市民の負担軽減に回す考えはないのかどうか、お聞かせを願いた

いと思うわけであります。

小さい第 3点、し尿くみ取り掛金の値上げ問題についてお尋ねをいたし

ます。県内 28市の申では市川市がくみ取り料金を無輯という乙とで最も

安い料金になっておりますが、斜金を決めていない君津市とわが館山市を

除いた 26市の単純平均でみますと 10'当たり 63円であります。もち

ろん、乙の算出は各市の料金体系が人頭割やら、従量舗やらいろいろある

ために、それぞれ従量制に換算した上での詑較の上であります。現行 10 

e当たり 90円の制金は乙の県内平均よりも 4296も高く、県内各市の申

ではベスト 4 の高斜金であります。値上げ額 10' 当た~ 1 1 0円では、

現行県内平均iζ比べ 1596亀高い掛金となり、ベスト Sの高純金になちま

す。なぜ乙んな高い斜金になるのか、それはし尿収集輯金 10'当たり 9
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0円のうち、処理場の処理費用 10 t当たり 40円が含まれているからで

あります。収集そのものにかかる費用は、昨年 9月議会での私の質問に対

する市長の答弁にも明らかでありますが、 10 t当たり 63円 48銭であ

ります。市が処理費用を負担すれば現行の制金 90円でも高過ぎる乙とに

なります。

そ乙で、市長lζ お尋ねをいたします。処理費用をくみ取り斜に算入して

市民に負担をさせるのはどういう理由によるものなのか、お答えを願いた

いと思うわけであります。

次lζ第 4点、幼稚園保育桝、入園料についてであります。当市及び安房

郡下の各市町村は私立幼稚園の数も少なく、公立の幼稚園がよく整備され

幼児教育では先進地とも言えるかと患います。こうした安房郡市の中にあ

って、他の市町村iζ比べ館山市の幼稚園保育制、入園料は大変lζ高うなっ

ております。入園料を取っているのは館山だけですし、保育制の現行月額

3 6 0 0円は、館山を除く安房郡市の平均 17 5 0円の約 2倍であります。

さらに、乙の制金を交付税算定上の斜金tζ合わせるという乙とで、保育棋

は月額 4000円、入園斜は 5000円にするという乙とですが、安房郡

市の申で際立って高くなっているとの館山市の幼稚園保育斜、入国糾につ

いてどう思うのか、お聞かせを願いたいと思うわけであります。

次lζ 、大きな第 2点であります。コミ品ニティセンタ一正面一一ちょう

ど南側になりますが、乙の進入踏についてであります。コミュエユティセン

ターは現在国道 128号からの進入路のみでありますが、南側にはわずか

な帽の川をはさんで道が向かい合っていると乙ろもありますが、構があり

ません。コミュニティセンターの南側の住民にとっては南側からの進入路

はぜひとも必要であります。小さな川一つでコミュニティセンターが速い

ものになっているとしたら、コミュニティという乙との趣旨にも反する乙

とではないでしょうか、南側からの進入踏についてどのように考えている

のか、お答え願いたいと思います。

第 S点、南町交差点付近の進入禁止の解除で混雑の緩和についてであり

ます。市長さんの御自宅前の道路は館野方面からは進入禁止になっておる

わ砂でありますが、左折車を通行させ、南町交差点の混雑の緩和を図るべ

きではないかと思うのであります。特区コミ a ニティセン;ターの開設など
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南町交差点はいよいよ混雑の度合いが高まっているやは思いますので、何

とか混雑の緩和を図らなければなりません。いかがお考えか、お答えくだ

で

師

きい。

第 4点、新年度予算案における市臓員の給与問題についてであります。

5 9年度の市予算案において、給与改善はその予算に見込まないというの

陸人事院勧告制度を無視するものではなかろうかと危倶するわけでありま

す。なぜ給与改善を予算tζ見込まないのか、理由をお聞かせ願いたいと思

うわけであります。

第 5点、郵古幼稚園の改築計画についてであります。那古幼稚園は園児

童II2 3名を抱え北条幼稚園、館山幼稚園に次ぎ市立幼稚園では第 3の圏

毘教を抱える幼稚園であります。しかし、聞舎は木造で早急にその改善、

改築が望まれていると乙ろであります。 51年度の根幹事業実施計画では

5 8年、 59年 2ヵ年で防音改築を行う計画になっていましたが、 58年

度はもうすぐ年度末を迎えようとしておりますし、 59年度の当初予算案

にあっても、乙れらの予算は全く出てきておりません。根幹事業計画にあ

るものが全く予算化きれないわけで、一体どういうふうになっているのか、

お掴かせを願いたいと思うわげであります。

以上、 5点にわたって御質問いたしましたが、御答弁により再質問をさ

せていただきます。
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{市長半揮良一君登壇}

。市長{半揮良一君) 神田議員の御質問にお答えをいたします。

大きな第 1点の申の小さな第 1点、市民への負担増を市長としてどう考

えるかという御質問でございますが、御案内のとおり現下の財政状況及び

財政を取り巻く環境はま乙とに厳しいものがございます。特lζ国及び県の

行財政改革の推進を踏まえた予算編成の状況から見まして、多くの依存財

源を望む乙とは困難な状況はあります。一方、住民の行政需要は増大化、

多撮化しておりまして、乙れに対応していくためには自主財源の強化が必

要でございます。

乙のような状況を踏まえまして、御質問の市民の負担につきましては、

住民負担の均衡、財政状混tζ麗慮しながら、受益の範囲内におきまして適

切な負担をお願いしていく考えでございます。
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小さな第 2点、財政調整基金を取り崩して市民の負担軽減に向ける考え

はないかという御質問でございますが、財政調整基金は御承知のように年

度間の財源の不均衡を調整するための積立金でございまして、 59年度予

算におきましでも清掃センター建設事業や、義事教育施設の整備事業のた

め 1纏 5000万円を取り崩し弾力的な運営を図っていると乙ろでござい

ます。今後とも建設事業や、予期し得ない災害等により生じた経費あるい

は経済事情の著しい変動に対処するための財源として留保し、有効に活用

していく考えでございます。

小さな第 3点、〈み取り輯iζ処理場の運営費用を算入するのはなぜかと

いう御質問でございますが、し尿収集手数耕民は収集経費のほかに処理経

費分が含まれているわけでございますが、衛生センターでの処理に要する

経費のうち人件費分を除く経費を御負担いただ乙うという乙とでございま

す。乙の負担割合についてはいろいろな考え方もあると患いますけれども、

当市といたしましては財政状況等慎重に検討いたしまして、その上で負担

分を決めたものでございます。

次tζ第 4点、幼稚園保育制、入園料は安房郡市で僚立って高いがどう思

うかという御質問でございますが、御指摘のとおり安房郡市市町村との比

較におきましては、富浦町の 4000円を除けば高いわけでございますが、

県内市立幼稚園との比較をいたしますと、幼稚園を経営しています市が 2

0市ございますけれども、 20市申 4000円以上が 14市、 1096でご

ざいます。本市と同じ 3600円は千葉、鏡子の 2市、 36 0 0円未満の

と乙ろは 3市でとぎいます。さらに、保育制の最高額は 82 0 0円となっ

ているわけでございます。最低は 20 0 0円でございまして、保育制の平

均額は 4419円でございまして、館山市における保育斜は適正な額だと

考えております。

次tζ大きな第 2点、コミュユティセンタ一正面一一骨側からの進入踏に

ついての御質問でございますが、現在国道 121号館山バイパスにつきま

しては用地買収も進み、一部工事も着手していると乙ろでございます。乙

れに接続して国道 128号の交差部分からコミュエティセンター内を経て

大賀に至る部分が都市計画街路 S、4、 11号として決定されており、乙

のうち 128号から県道館山白浜擦の交差部分までを県嘗事業として実施
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するよう要請をしていると乙ろであります。コミュニティセンター南側か

らの進入路と乙の道路とは整合性を持たせる必要がありますので、乙の都

市計画街路の計画を見きわめた上で対処してまいりたいと考えております。

大きな第 3点、南町交差点付近の進入禁止の解除で混雑緩和を図れとい

う御質問でございますが、御質問の安房南高校正門前の進入禁止道路規制

誌昭和 47年 5月一一一私が市長lと就任する前でございますが、実施されて

いましたもので、当時左折車両と重進二輪車との接触事故が非常に多く、

県公安委員会は二輪車を除く車両の進入禁止をいたしたわけでございます。

乙のため事故はなくなりましたが、近年の車両増加に伴い南町交差点にお

砂る朝夕の混雑が生じ、館山警察署では信号機を時差式に変更する一方、

担割解除について館山土木事務所、県警規制課と協議をされましたが、解

除するには車対二輪車の事故防止が必要であり、その対策として国道部分

佐左折車線を交差点の約 20m手前から設置しなければならないわけでご

ざいますが、国道が狭いために現在iζ至っているわけでございます。

第 4点、 59年度予算における市職員の給与問題についてでございます

が、なぜ給与改善を予算lと組み込まなかったかという御質問でございます

が、当初予算編成時におきまして給与改定分の上乗せ措置は不確定でござ

いましたので、県民準じて予算案に計上しなかったものでございます。な

お、今後の対応につきましては、給与改定lと対する国及び県の措置を見な

がら対処してまいりたいと考えております。

大きな第 5点、郡古幼稚園の改築計画はどうなっているかという御質問

でございますが、本圃に関しましては 58年度設計、 59年度改築予定で

おりましたと乙ろ、補助先でございます防衛庁の都合で 1年延期になりま

したわけでございます。現在防衛庁に 59年度設計、 60年度改築で実施

計画書を提出しておりますので、採択されましたならば、乙の計画で実行

できるものと考えております。

以上、答弁を終わります。

01番(神田守隆君} 第 1点の市民への負担のしわ寄せという問題につ

いてでありますが、住民負担の均衡あるいは受益の範囲に応じてというよ

うな乙とから、市民への負担増を考えておるような御返事でありますが、

現実には市民の申から、乙の料金の値上げ問題で議会民 1万を超える反対
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の講顕著名が寄せられているわけであります。市民にとってもなかなか乙

れは了解できないという乙との意思表示のあらわれだろうと思うんですが、

市長さん施政方針の申で「市民の市民による市民のための自治という原点

に立ち返る Jという乙とを述べておるわけですが、乙の原則は当然の乙と

ですし、そういう原点lζ立ち返るととは大変に大事な乙とですが、それだ

けに多くの市民が値上げは困るという署名運動になっている。乙ういう中

にあって次々に値上げを市民にやる問題についていかがお考えなのか、乙

うした署名はたくさんの人が集まった乙とについてどういうふうに評価を

なさっているのか、ひとつお聞かせ願いたいと思います。

。市長{半海良一君) ただいま、館山市の全世帯数は 1万 8501軒で、

くみ取り件数は 1万 1146件でございます。乙れは事業所を除いでござ

います。浄化槽設置数が 42 1 3件でございます。自家処理が約 4065 

と見込まれているわけでございます。くみ取り件数が世帯の 55%、海化

槽設置が 23%、自家処理が 2 2%。

くみ取り料金を上げないでくれという要求が出ている乙とはわかってお

りますけれども、ぞれは 1万人でございます。全市民の声とは必ずしも言

い切れない。くみ取りの思恵をあずかっていない樺化槽あるいは自家処理

の方々がやはり 45%もいるという事実は、やはり負担の公平という乙と

を前提にものを考えなければいけないんだと私は考えているわけでござい

ます。

01番{神田守隆君) 5 5 %というのは、乙れは市民の過半数なわけで

す。非常に大きな数だと思うんです。浄化槽が 23%ですか、私はくみ取

り料金の値上げ乙れを抑える、同時に市民lζ関する浄化槽の処理費用乙れ

も当然下げて、浄化槽の人も含めて住民の負担軽減を図るという乙とが必

要だと思うんですね。ぞうすれば、乙れは市民の約 8割の方にかかわる問

題ですから、圧倒的多数の市民の負担の軽減という乙とになろうかと思う

んですが、その辺についていかがお考えですか。

。市長(半滞良一君) 先ほども御答弁申し上げましたように負担の公平

一一いま負担の公平という乙とを申し上げましたけれども、公平ばかりで

はなくて、やはり財政の運営、市行政のサーピスを受ける方々のコスト iζ

応じた応分の負担をすべきだというふうに考えているわけでございます。
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01番{神田守隆君) 市長さん、コスト lζ応じてというようなととをお

っしゃられるんですが、そういうと乙ろで見ますと、コストという点では

処理場に関する人件費は乙れは市の方で持っと、ぞれからいわゆるランニ

ングコストというものは住民の負担に、それから処理場への収集の費用は

乙れは市民の負担にするという乙とから、大体大ぎつぼな話で大変恐縮で

すけれども、処理区間する費用で 1健 50 0 0万ぐらい、収集tζ関する費

用でやっぽり 1健 50 0 0万ぐらい、合わせて 3健ぐらいのお金が乙の事

業ではかかるかと思うんですが、乙のうちで実際は市の方で負担をするの

は大体 5000万ぐらいで、市民の負担が私どもの誤算では大体 2健 50 

o 0万ぐらいという乙とで、大変し尿処理tζ関しては市民の負担割合が高

いという印象を持つわけです。

市長は、乙ういう高い率で住民に負担を及ぼすという乙とはどうも私は

納得ができないんですが、地方交付税の算定の基準いろいろ問題はありま

すけれども、乙の申で具体的になった数字で見ますと、住民の負担と市の

負担、し尿処理に関する問題では五分五分なんです。半々という乙とでー

ーもちろん総額の問題はあります。しかし、半々というような考え方で地

方交付税の算定基準ではつくられておる。そういう乙とを審考にしまして

も一一ーだからすぐに館山でもどうというととは、乙の際申しませんけれど

も、しかし、それにしても住民の負担率が非常に高いんではないかという

ふうに思うんですが、いかがですか。

O市長{半海良一君} 神田蟻員おっしゃいましたように、問題は総額で

ございます。市の財政状況と、その入ってくる総額とを考えながら、乙れ

を取り扱っているわけでございます。

。総事部長{鶴岡卓樹君} 数字的なお話ですからお答え申し上げます。

先生の言う一一樹案内のように地方公共団体の予算編成と地方交付税の

問題から取り上げておりますけれども、交付税はっきましてはひもつきで

ない一般財源と、そういう乙とで大前提は御認識のようでございますけれ

ども、財源保障をする場合にどういう計算をするかと、皆さんも御案内だ

と思いますけれども、基準財政需要領と、そういう乙とでいま憩諭してお

ります扱み取り棋はっきましては、人口を測定単位として財源計算をされ

る経緯がございます。

-43-



それで、当し尿関係につきましては、公社の経費と市の経費がどうなっ

ているかという乙とでとぎいますが、先ほど来のお話のように約 S偉から

のお話がございましたが、基本的な問題として先生も御認識いただきたい

ととは、市は、法人として公社民許認可業者としての与えておるという乙

とがございまして、その辺一績は公私と議論をするのは抵抗がございます

が、話をわかりやすくするために全体像としてお話申し土げます。

し尿収集経費につきましては総額、公社では 2偉 4000万弱かかるか

と思います。そのうち市に投入制としてお支払いいただくのが 850'0万

程度、ですから、実際の経賓としますと 1億 5200万程度の決算になろ

うかと患います。それと市費でございますが、し尿処理費にかかわる経費

乙れは約 2鐘 60 0 0万 58年度で持ち出す予定でございます。決算見込

みでございます。その内訳は大きく分けますと処理経費で 1健 60 0 0万、

その他で約 1倍弱そういう乙とでございます。

そういう乙とで、実醸の経費がどうなっているかと整理しますと、公社

が 1億 22 0 0万、それと市費の持ち出しが 2鐘 6000万、そうします

と4憧 1000万強になるかと思います。し尿手数剥いま 10'当たち 9

0円いただいておりますのが全部で 2鐘強の数字になるかと患います。そ

ういう乙とで、収入と支出を比べますと、一般財源といいますか、総合計

の申でお金の持ち出しが 2櫨以上ございます。し尿収集手数制は決算見込

みですと 5割欠けます。

ぞれと、市の財政はどうなっているか、全体橡は乙うだ砂れども、市の

お金の持ち出しはどうなっているかというととでございますが、し尿処理

にかかる経費として先ほど申し上げましたように 2偉 60 0 0万弱の決算

見込みでとぎいますので、そ乙託公社と一般業者からいただきます投入手

数斜が 1櫨強の決第見込みでございます。そうしますと、単純差し引きを

しますと 1檀 60 0 0万ぞらいはお金の持ち出しになります。

ただ、先生もおっしゃっておりましたように、一つの財源補績としまし

て地方交付税法がございます。そういう乙とで計揮されておりますのは、

いろいろ計算根拠が長〈なりますので害かせていただきますが、 6100 

万程度の計算がされます。ただし実康に交付税措置されていますのは 20 

o 0万弱でございます。その差は伺かといいますと、税金が取れるという
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乙となんですが、そういう乙とで投入料を 1櫨強と、交付税で計算される

財源補填が 60 0 0万強、それを総額の経費から差し引いても、なおかっ

当市は 90 0 0万のお金を持ち出しております。そういう乙とで、財政的

に半々のお話がございますから申し上げますが、実際論としましては、市

といたしましても半分の収入はございません。

01番{神田守隆君) いまのお話よくわかりません、率直に言って。

し尿の処理lζ一一いわゆるコストとして 1億伺がしかの費用がかかって

おるかと思うんですが、 1億 2000万ですか、乙れで 2健何がしの費用

がかかっておるというのはちょっと私も了解できないと乙ろなんですが、

いわゆる処理コストとして算入するその数字というのは、処理コスト及び

処理場の人件費乙れが費用になりますから、ぞうすると、おっしゃると乙

ろは施設の整備費乙ういうものは当然原価のコストの中には考えておらな

いんだろうと思いますので、そういう点で私は議論しているわけですが、

2憶というのは内訳は何ですか。

。総務部長(鶴岡卓樹君) 先生の議論とちょっとかみ合わない点がござ

いますが、私は市の財政から見た実態論としてお話申し上げると断わった

んですが、お金の総体的な見方として心得いただきたいんですが、総額 2

億 6000万弱のお話は、内訳は運転経費が 1億強、保守管理が 4000 

万弱、ぞれとあそ乙の設備投資がございますが 1億弱のお金が 58年度出

ますから、それと人件費そういうものを足しますと 2億 6000万弱と申

し上げた乙とでございます。

01番(神田守隆君) それは 58年度です。設備投資という乙とで 58 

年度が施設整備とういう点で特別にかかったという乙とであって、経常的

な運転費用といいますか、そういうものの議論をするむはそういうものを

除いて議論をしなければ、そういうものも含めて住民の負担云々という議

論をしたんでは、乙れはちょっと違うんじゃなかろうかと思うんです。そ

の辺がおそらく数字の上で 58年度云々という問題では遣うんだろうと恩

うんです。

一応、そういう話はまた細かく議論をすればすると乙ろもあるんですが、

一応置いておきますが、それにしても非常に県内の申でも大変に高い、他

の市町村と比べて非常に高〈なっておる。 110円は県内第 3位という高
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乙の乙とについていかがですか。他の市町村はかなり努力

してみんなやっているんじゃないんですか、そういうと乙ろから見て市長

さんは努力しているというふうにはどうしても私は見られないんですね。

O市長(半海良一君) 努力という意味がちょっと理解できないんですけ

れども、新しい施設ができればどうしても機械化が進んで運転経費がかか

るわけでございます。そのかかった経費を負担していただく、乙ういうふ

うに考えております。

01番{神田守隆君} そうすると運転費用論だけで、いわゆるコスト論

だけで議論を押し通すおつもりのようですが、乙の税金を考えるにあたっ

て他町村の動向、他町村との比較乙ういう問題は一切考慮されないんです

料金ですから、

か d

O市長(半海良一君) 各町村それぞれ建設の年度が違いますんで、昔の

設備を使っていると乙ろはコストが案外安〈なっているんだろうと思いま

乙れは 58年

す。

01番{神田守隆君} そうすると、他の町村との比較検討はきれなかっ

たと、斜金を考えるにおいてきれなかったというふうに理解しますけれど

も、そうですか。

O民生部長{鈴木 力君} 乙の桝金の設定にあたりましては、当然近瞬

町村あるいは県下各市の状涜等も参考にしたわけでございます。

まずL安房郡市管内におきましては鋸南地区が 10'当たり 112円、

なお朝夷地区につきましてはし尿処理場が乙の 3月いっぽいで完成いたし

ます。それによりまして従来 61円であったものを 111円に改定、乙れ

はほとんど決まったわけでございます。それからなお長狭地区におきまし

ては 56年 10月にすでに 100円という乙とで設定されまして、安房郡

市管内から見れば 110円というのは一応平均である。乙のように考えて

おるわけでございます。

県下におきましでも、いま市長がお答えいたしましたように、処理場が

高度化された新しい近代的施設を持っと乙ろはっきましてはおおむね料金

が高いわけでございまして、たとえば、東金市におきましては広域市町村

圏で校集処理をしておるわけで、乙乙は 1市 7町 1村でやっておるわけで

ございまして、乙乙は 10'当たり 155円でございます。
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4月lζ設定いたしました。なお茂原市でございますが、乙れは長生郡市と

いう乙とになりますが、 1市 4町 2村におきましては 14 8円、乙れは 1

o l当たりに換算いたしまして、乙ういうのが現状でございます。ほかに

つきましでも当然調査をいたしてございますけれども、大体安房郡市の状

況あるいはまた最近処理場を高度化した処理場はっきましての斜金はっき

ましては乙のようになっております。

01番{神田守隆君} 私はさっき 63円というふうに一一県内 28市の

うち館山市と決めていない君津を除いて、それぞれ人頭割りいろいろある

んですが、従量換算した場合には 63円になるはずですが、いかがですか。

O民生部長{鈴木 力君} 県下の 28市の状況をさらに申し上げますと、

市川市においては無制でございますけれども、 50円未満というと乙ろが

大体松戸、習志野、柏、喪孫子、鎌ケ谷の 5市。 50円台というのが千襲、

島構、野田、成田、流山、八千代、浦安の 7市でございます。 60円台と

いうのが八日市場、旭、崎浦の S市でございます。 70円台が鏡子、佐倉、

市原の S市でございます。それから 80円台が木更樟でございます。 90 

円台が佐原と当館山市でございます、乙れが 2市。 100円台がいま申し

上げましたとおり鴨川市。 14 0円台が茂原。 150円台が東金。乙うい

う乙とでとぎいます。

( r平均は鑓らですか」と呼ぶ者おり}

。民生部長{鈴木 力君} なお、乙れにつきましては 59年度に改定が

予定されております市といたしましては千葉市、八日市場、旭、柏それに

当市、平均はっきましては測にトータルとってございません。

01番{神田守隆君) いま詳しい御紹介があって、まだ平均は出してな

いという乙とですが、私どもは同じ費税だと思いますから、私どもの計算

では 63円という乙とです。後でまた確認のために計算しておいて〈ださ

い。乙ういう制金、大変他市から肱ベて館山高いという乙とは明らかだろ

うと思うんです。

それで、先ほど来お話だと幼稚園の入園斜、保育棋の問題では、県内平

均ではたしか保育料は 35 6 6円、館山が 36 0 0円ですから、全県平均

から見ると大体同じだ。しかし、先ほどの市の御観明では、あえて県内の

市立の幼稚園という乙とで町村を全部はずして計算すると 44 2 0円で、
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県内各市に比べて館山はかえって安いぐらいだという御説明をするんです

ね。と乙ろが、し尿くみ取り掛金の話になると、途端lζ 県内各市の比較な

んて乙とについては一言も言おうとしない、どういう乙とですかね。都合

のいいときには比較するけれども、ーたん都合が悪くなれば口を由ぐうと

いう乙とで大変市の態度がおかしいんじゃないかと思うんです。

また、先ほども話ありましたけれども、交付税の算定基準の問題につい

ても 50%というような表現をしているわけですけれども、そういう点で

もどうも幼稚園の問題とからんで考えると、都合のいいときばかりの説明

になるんではなかろうかというふうに思うんです、どうなんですかね。全

市民に対して〈み取り桝金弛市に比べて乙んなに高いという乙と 4市の方

でその乙とについてちゃんと市民の申に明らかにしてもらいたいと思うん

ですよ。いかがですか。

。民生部長{鈴木 力君} いずれにいたしましても、コスト割程かかわ

る税金の据え置きというととは、結局財団法人?でとぎいます環境保全公社

の赤字経営を強制する乙とでとぎいまして、その差額というものは市の補

助金で補填する以外はないわけでございますから、とれほ本来、先ほど市

長が申し上げましたとおり利用者が負担すぺきくみ取り業務の斜金の一部

を税で利用者以外の方に負担させるという乙とでございまして、乙れにつ

きましては決して公平な、あるいは公正なやち方ではなやという乙とがわ

かるわけでございまして、乙の点につきましての翻理解をいただきたい、

乙ういうふうに思うわけでございます。し尿収集手数斜一一結局公社白人

件費等の諸経費の上昇の大勢に従いまして上昇せざるを得ないととである

乙とを榔認識いただきまして、コスト lζ見合う斜金改定を適宜していく乙

とが賢明な道ではなかろうかと、乙ういうふうに考える次第でございます。

01番(神田守隆君) コストに見合うという話、それは住民負担と市が

負担するものとの負担のルール一一コストに見合うという問題で、いわゆ

る処理費用は市の方で持つべきだというふうに私どもは主張しているわけ

で、そういう点からすれば十分安い桝金でやる乙とができる。

ちょっと遭う側面からですが、財政調整基金の問題という乙とで大変大

きな残高を抱えているわけです。財政調整基金のあり方についてですが、

一体幾ら積み立てるおつもりなのか、いろいろ先ほどお話がございました
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けれども、大体財政調整基金のあり方について私どもはもう積み過ぎだと

いうふうに思うんです。

山梨県の話ですけれども、県下の市町村lと対して標準財政規模に対する

財調基金の割合を全部調査した。調査の結果、各市町村が大変多い、少な

いと乙ろあったわけですが、あればあるほどよいというものではないとい

う乙とで、緊急事態lζ対処できるとか、一定の基準から 10%という一つ

の目安で各市町村への指導をした。乙ういう乙とでありますが、館山が山

梨県にあったら、財調基金いまの標準財政規模に対しては 20%近いと乙

ろになるかと思いますから、乙れは指導を受ける側じゃないんですか。

0総務部長{鶴岡卓密君} お答えいたします。

お話のように積立金はあればいいということではなくて、一定のルール

が必要でございます。行政指導も実はあったんですが、乙ういう経済状態

でいままでの行政指導が破棄されまして、大体 1割弱の指導はございまし

た。乙ういう状態ですので、いまは行政指導をされておりませんが、前の

行政指導がそのまま 10%程度、そういう乙とでは心得ております。

それと、 10憶のお話ございましたが、たまたま 58年度は 2健 500

0万の取り崩しをお顕いいたしまして取り崩す予定でございましたが、経

済情勢特tζ税が伸びた、もろもろの額の収入があった。そういう乙とで 2

偉 50 0 0万を取り崩ししなくてもよかった、そういう前提も一つござい

ますし、 59年度においては 1億 50 0 0万一一ーですから、いま 10億ご

ざいますが、いろいろ私の方の努力もございまして一---o済情勢がたぶん

その辺の重点的なあれなんですが、経済的な乙とを見込みまして財政に配

慮しでございます。そういう乙とで 10憾だ、そういう前提のお話でお聞

きいただければと思いまして一一私の方も、市長が御答弁申し上げました

ようにいろいろ処分の基準もございますが、要は長期的な財政の見方lζ立

った積立金でございます。そういうつもりで運営しております。

01番(神田守隆君} 端的にそれは何%というふうに考えたらいいんで

すか。

0総務部長(鶴岡卓樹君) いまの予算規模ですと、現在程度でよろしい

と心得ております。

01番{神田守隆君} ぞうするときわめて高い、極準財政規模lζ対する
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率では何%ですか、 30%近くなるんじゃないだろうかと思いますが、い

かがですか。

。総務部長{鶴岡卓樹君) 先生のお話は、一つの山梨県の例がございま

したけれども、一つの指針だと思いますんで、ぞれは承っておきますけれ

ども、当市といたしまして将来考えた場合、もろもろのお金がかかる前提

が 2、 3年先ございます。そういう長期計画もございますので、そういう

前提のお話として申し上げております。

01番(神田守隆君) 2、 3年先の長期的な出費というような乙とがあ

るという乙とでありますが、その内容も含めてまた別の機会に、時間もな

いようですから、十分に審議させてもらいたいと思います。

以上で、終わります。

0議長(石井 正君} 以上で、 1番議員君の質問を終わります。

次、 20番議員石井武敏君御登壇願います。

( 2 0番議員石井武敏君登壇}

020番(石井武敏君) 私は、本議会の質疑に先立ちまして何点かにわ

たりまして市長に御質問申し上げたいと思います。

まず、第 1点目は防災対策についてであります。 1、自主防災組織の確

立についてどのような対策を立てられているか。 2、防災訓練と教育につ

いて今後の改善点はどうか。 3、防災資器材の今後の整備計画はどうか。

第 2点目、福祉対策について。 1、市民ぐるみの福祉の形態を当市も検

討してみてはどうか。 2、家庭奉仕員制度、日常生活用具の支給制度の現

況はどうか。

第 3点目、ごみ処理問題について。 1、有害ごみの処理対策はどう行わ

れていますか。 2、完成するとみ処理場は施設、労働管理、公害lζ対して

どう改善されますか。

第 4点目、勤労青少年問題について。 1、勤労青少年を対象にした互助

制度はできないか。 2、勤労青少年ホームの機能と活用について説明して

くださいという点でございます。

まず、第 1点の防災対策についてでございますが、先般私は機会があり

まして焼津市に視察にまいりまして、他の市の防災対策につきまして見学

してまいりました。御承知のように焼津市は国の危険地域に指定されてお

-5 0 -



い lりますし、また焼湾市長も国土庁の招きを受けまして東京で都市の震災対

貨の講演会lζ 出席をしまして講演をしてい番だけに、その対簾方につきま

ま iしては進んだものが見受けられました。

れ i 当市におきましても、年々防災対策は進みまして、災害時には全市に 1

擢 j週間十分給水ができる飲料水を確保する対策が進んでおります。乙うした

う i市民の生命と財産を守る対策が進んできておるという乙とは、まととに喜

ぼしいと考えますが、私は現在乙の対策が進んでおります先進地と諸般を

ち iしまして、当市におきましてまだどういう点が緩慢であるか、もう一歩進

:.t Iめる点はないかどうか、その辺を基準はしまして御貴闘を申し上げたいと

いうふうに考える次第でございます。

私も、乙の防災対策はっきましては、かなりの回数議会で質疑もしまし

たり、要望を申し上げたりしてまいりました。今回は私も新しい気持ちで、

斬しい角度から乙れを考えて、市長のお考えをお伺いしたいというように

考える次第でございます。

コ i まず、自主防災についてでありますが、'自主防災の原点は申すまでもあ

りませんが、やはり市民一人一人がみずからやろうという気持ちを超乙す

I I 乙と、そのみずからやろうとする気を超乙す、市民の意欲を駆り立てる乙

:> I とは、だれかが火をつけなげればならないわけでありまして、その火つ砂

債を行政がやるんだという乙とが、乙れが私は自主防災の原点になるとい

~ 1 うように考える次第でございます。

I • 視察をしました矯津市を見てみますと、乙うした計画はもう順次進んで

おりまして、現在では 23自治会全都民自主防災組織が完備されておりま

〉 血 す。乙れらの組織は、いざ災害というときにはみずからの命、財産を自分

たちの手で守ろうという乙とで動き出す。また近瞬の橿災者を教おうとい

う乙とで自発的lζ動き出すような仕組みになってきております。

7 I 乙うした点で、当市の自主防災組織ができてはおりますが、必要なもの

をぜひ早くという観点から、乙の組織の完成を私は望むものでありますが、

焼湾市におきましては、乙の自主防災組織が各地にできました。その自治

会にそれぞれ防災費器材を配布しております。たとえば防災倉庫、街頭消

火器、可搬式小型動力ポシヅ、非常発電機、テント一式、担架、ハンドマ

イ夕、折りたたみ式運織車等々であります。かなり乙れを見ても、それら
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の地域における訓練も進んでいるという乙とが見受けられるわけでありま

すが、まず当市におきます自主防災組織の確立につきまして、いままでど

のような形で進められて乙られましたか、また今後どういう形で進めてま

いりますか、その取ち組み方につきまして、まず第 1点お尋ねを申し上げ

たいというように考えます。

次lζ 、防災の訓練と教育についてでありますが、乙の点は災害を予想し

た割線というのを当市でも行っております。いわゆる訓練を自にちと時間

を決めて予告をしまして、形どおりに訓練をするという訓練は、乙れはい

ず乙でも行っておりますが、もう一歩進んだ親練を他の地に見ますと、予

告なしで乙れを行う乙とがある。予告なしといいますのは、ある程度の日

にちと地域は設定しであるわけでありますが、いつ起乙るかわからない。

合図一つで、サイレン一つで災害だという乙とで動き出す。乙れには交通

問題とかいろいろあったわけでありますが、非常にスムーズに乙うした予グ

告なしの訓練まで行われているという現状を見るにつけまして、当市の避

難調練もそうしたある程度の実践に役立つような翻擁を研究したらどうか

というように私は考える次第でございます。乙うした翻棟と教育について、

乙れからの改善点につきましてお考えをお聞かせ顕いたいというように考

えるわけであります。

次lζ 、防災用の資器材の整備でございますが、乙れは防災に必要な資器

材というのはいろいろあると思います。たとえば防災行政無線、可搬式の

動力ポンプ、発電機、耐震性の防火水槽、地盤高表示板、避難誘導表示板、

避難地案内板、街頭消火器等々でございますが、ぞれらはそろえられるも

のから煩次そろえていくという乙とが必要であろうというように思います。

乙うした点で、当市におきます防災資器材の今後の整備の仕方はっきまし

て明らかにしていただきたいというように考えます。以上が防災問題につ

いてでございます。

第 2点目の福祉対策についてでございますが、乙れにつきましては、市

長は施政方針の申に福祉に対する考え方をとのようにお述べになっており

ます。「心の遭った真の福祉は、単に公的扶助のみにとどまらず、地域の

人々が社会の一員としての自覚と相互の連帯を保ち、ボラシティア、コミ

ュニティ活動を遁じて共に支え合う地域ぐるみ福祉を推進する等総合的観
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、

点から対処していかなければならないと考えております。 Jというように

福祉に対する考え方の基本をお述べになっております。

確かに、福祉は市長のおっしゃるように行政の手を差し伸べる、それに

呼応して地域の人々がそれに対応して、社会の一員としての自覚と誇りを

持って総合連帯を図って進めていく、確かにそういう互いに助け合う精神

が大切なのであります。

しかし、乙乙で考えなければならない乙とは、行政と地域の人々が決し

て遊離していてはならないという乙とではないかと私は思います。地域の

人々がいろんなボランティア活動をやっているからまかせておけばいいの

であるというような考え方ではいけないと私は考えます。あくまでも行政

の手の差し伸べ方と地域の人々が一体となりまして、そ乙 lζ本当の意味の

福祉というものが生まれてくるし、推進されてくるのではないかというよ

うに私は考えるわけであります。行政が手を差し伸べて、それを地域の人

々が受けて立っと、そういった姿は私は乙れからの福祉形態の姿としてあ

る程度の方向というのを示しているように考えるんです。乙れから福祉が

どのように進んでいくという将来を展望したときに、そうした相互理解の

上lζ立っすぐれた福祉施策が必要であるというように私は考えるわけであ

ります。

私は、乙乙で行政と地域の人々が一体となりましてっくり上げました福

祉の制度を実施しております川口市の社会福祉のコミュニティ制度の例を

引きながら、当市の今後の福祉のあり方や、取ち組み方や、方向はっきま

してお考えをお伺いしたいというように考えるものでございます。

川口市の現在行っております社会福祉コミュニティ制度というのは、 1

日1円助け合い運動という乙とで、年間 360円助け合い運動という乙と

でテレピやマスコミに取り上げられまして大変有名になちました。乙の制

度の概要は会員制をとっておりまして、会員は 1日1円、年額 365円の

会費を納めます。会員の種類はム殻会員、協力会員、賛助会員という 3っ

からなっておるんですが、一般会員は 60歳以上の老人及び身障者であり

まして、介助を受ける倒であちます。協力会員というのは心身ともに健全

で、乙の社会福祉制度をよく理解しておりまして、乙れに対して熱意を持

って乙の事業iζ援助をしようとする方々が協力会員であり、介護をする倒
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の人たちであります。ぞれに賛助会員というのが別はありまして、乙の会 I ~ 

員たちは、乙の制度に賛同しまして積極的に資金の援助が可能な人たちな I &j 
どであります。 I ~ 

乙れは質問の関係上、ちょっと引用じたいと思うんですが、事業の内容 I ~ 
としましては、乙のようになっております。 1、介助サーピス、市の家庭

奉仕員派遣事業と合わせて一体的に行っており、国の運営要綱で定めるサ E 鋼

ーピスと同様であるが、対象の範聞を拡大したほか、独自のサーピスとし I ) 
て留守番、代筆、官公庁との連絡などの軽易なサーピスを加え、サーピス I 4 

時間も国の倍の 36時間まで行う乙ととしている。サーピスを受けた場合 I ¥ 
の負担額としては 380円とし、園の基準を大幅に下回っている。協力会 I ~ 
員に対する報酬との差額は制度の申で負担し、会員iζ対する負担の軽減を

図っている。なお簡易なサーピスは一律 200円としているというように

書いてあります。乙ういうように、ま乙とに行政と市民とが一つになって

いる形が乙乙にうかがえるわけでございまして、乙うした福祉制度に関し I ~ 
まして、私は当市も一考を要するのではないかというように考える次第で

ございます。乙の点につきまして検討なさってみてはどうかと思いますが、

いかがでしょうか。

また、福祉問題としまして、ぞれとあわせまして当市におきます家庭奉

仕員制度、日常生活用具の支給制度の現混につきまして御説明を加えてい

ただきたいというように考えます。以上が福祉問題であります。

次lζ 、 S点目はごみの処理の問題でありますが、最近はテレピ等で非常

に話題になりましたけれども、乾電池等電気製品が非常に有害であるとい

う乙とでメーカーがあわてましていろいろ対策を立てているようでありま

す。乙うした有害論がいま騒がれておりますが、当市におきましでも過去

何らかの方法でそうした有害的のものが処理をされてきていたと思います

が、最近になりまして生活も多様化してきまして、そういうものが多量化

してきているという現況があると思います。そ乙で、乙うした問題につき

まして万全を期してもらいたいと思うんですが、対策方をひとつお答え願

いたいというように考える次第であります。

あわせまして、 59年度完成をしますごみ処理場につきまして、完成後

は現処理事と処理能力いろいろの点ではるかにすぐれた施設になると思い
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ますが、 1、施設の面でどのように改善されますか。 2、労働管理の面で

也どう改善されますか。 3、公害tζ対してはどう改善されますか。乙の 3

底tζ簡潔に区切りまして御質問したいと思いますので、お答えを願いたい

というように考えます。

次tζ 、第 4点目の動蛍膏少年問題についてでありますが、私l主動蛍青少

年問題はもっともっと手を差し伸べるべきであるというように考えておる

んです。やはり乙れから館山市を背負っていく青少年広明るい希望と未来

を指し示す行政の差し伸べる手というのが必要であるというように考えて

いる次第でございますが、そういう点からしまして、私は提案すると同時

に御質問するわけでございますが、勤労青少年の互助会制度乙れができな

いかという質問であります。

市内の商庖や事業所tζ働〈青少年が手tζ喝を覚えまして、いよいよ事業

を起乙そうとするときに、まず独立資金がない、乙れはいろいろの面から

訟の耳にも入ります。乙うした瞭の独立資金、結婚資金とか、思わ白砂が

を生じたときの見舞金とか働く者同士で助け合う制度、すなわち互助会制

量 度でございます。乙うした制度というのは青少年に一番不足をしている相

互扶助の精神を養うという意味からも必要でございますし、また現実の場

面からも必要でございますので、乙うした面の行政的な処置がとれないか

どうかと私は考えるんですが、その点いかがお考えになりましょうか。

それとあわせまして、勤労青少年ホームの樋能と活用について、私は勤

蛍青少年ホームとしての活動の拠点ができるという乙とは非常に望ましい

ととでありまして、乙れが活用方はっきましてはぜひ有効に、そして価値

ある使用をしていただきたいというように考えるわけでございますので、

乙の勤労青少年ホームの樋能と活用はっきまして説明をしていただきたい

というように考えます。

以上、 4点につきまして御質問いたしますが、市長から御答弁を賜って、

また御答弁によりまして再質問をさせていただきたいというように考えて

おります。よろしくお願いいたします。

{市長半海良一君登壇}

。市長{半海良一君} 石井武敏議員の御質問にお答えをいたします。

大きな第 1点、防災対策についてでございますが、その小さな 1点、自
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主防災組織の確立についてどのような対策を立てられているかという御質

問でございますが、自主防災組織の確立につきましてはパンフレット、チ

ラシ、広報による啓蒙並びに区、町内会、関係団体、地区コミュニティ委

員会への啓発を行ってきたと乙ろでございます。

組織づくりの手順といたしましては、地区説明会、町内防災懇談会及び

組織結成打ち合わせ会の方法をとっております。地区説明会は各地区市内

1 0地区でございますが、各地区ごとに説明会を開き町内会長等役員に理

解をいただき、次の町内懇議会で各家庭l乙御参加を願い、地震対策基礎調

査をもとに作成いたしました資斜の配布、防災映画、説明懇議会を行い、

次に各町内ごとに自主組織の編成を進めていくのが手頗でございます。現

在の進捗状況でございますが、町内防災懇議会を 18町内実施し、うち組

織結成町内が 41町内 9200世帯でございまして、市内の世帯比では 5

396の組揖結成となっております。

小さな第 2点、防災訓練と教育についての今後の改善点はどうかという

御質問でございますが、防災指導員すなわち自主防災組織のリーダ?の教

育が重要である乙とは御指摘のとおりでございます。本市といたしましで

も、防災意識の高揚を図るためリーダーを対象とした研修会等を計画し随

時実施いたしております。

また、予告なしの避難訓練についてでございますが、現在本市における

防災意識程度から判断いたしまして、予告なしで調練を実施した場合、多

くの混乱が予想されますので、現状ではむずかしいと考えております。し

かしながら、実績に即した訓練は必要でございますし、自主防災組婚の地

域性lζ合った翻棟、たとえば海沿いの地域では津波対策を考えた訓練、住

家密集地ではより安全な避難訓練等を自主防災組織の創意のもとに推進し、

指導していく所存でございます。

次lと、第 3点の防災資器材の今後の整備計画はどうかという御質問でご

ざいますが、地震対策強化地域医指定されて巨額な予算が授ぜられており

ます焼津市には及びませんけれども、本市は飲桝水対策を重点として進め

てきたと乙ろでございます。御指摘の防災行政無線はっきましては設置を

前提に効果的なシステム調査を 59年度に実施する計画でございます。発

電機はっきましては 6台保有しており、今後 10台にふやし、乙れに伴う
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関 授光機も現有の 12台を 20台にふやし、それぞれ各地区に配備する計画

でございます。海抜表示板、避難誘導表示板は現在設置しておりませんが

海岸地域への設置について検討してまいりたいと考えております。乙のほ

か消耗器材等について必要に応じ整備してまいりたいと考えております。

大きな第 2点、福祉対策についてでございますが、第 1点市民ぐるみの

福祉の形態を当市も検討してみてはどうかという御質問でございますが、

現在社会福祉協議会におきまして地域ぐるみ福祉の推進を図るため、特に

その中核となるべきボラシティアの育成、拡充を図り、ニーズの多様性lζ

対処しつつ市民参加による各種事業を展開していると乙ろでございます。

川口市の事業につきましては、今後実態を検討し参考にしてまいりたい

と考えております。

2の家庭奉仕員制度、日常生活用具の支給制度の現況についてでござい

ますが、家庭奉仕員制度はっきましては、派遣世帯につきましては過去 5

年間は平均 25世帯程度で横ぱいの状態でございましたが、昨年 1月より

有料化を実施いたしましたと乙ろ、現在 10世帯増加しております。今後

は需要の実態lと即して奉仕員の増員を図ってまいりたいと考えております。

次lζ 、日常生活用具支給制度でございますが、昨年 10月要綱を改正い

たしまして、新たに給付種目として特殊尿器、火災警報器、自動消火器、

貸与種目として老人用電話を加え実施しております。需要はっきましては

現在老人電話 1台を設置しておると乙ろでございます。

大きな第 3点、ごみ処理問題でございますが、その第 1点の有害ごみの

処理対策についてでございますが、最近乾電池等の有害ごみの処理が問題

になっておりますが、当市におきましては不燃物として収集され、埋め立

て処理をしているわけでございますが、今後とも乾電池等が可燃物に混入

せぬよう分別収集の周知徹底を図るとともに、最終処分場につきましでも

5 9年度に整備を図り、有害物質の検査を実施し、将来も環境汚染がない

よう管理に万全を期してまいりたいと考えております。

なお、水銀電池につきましては、国の要請により日本電池工業会が回収

箱を設置する乙とになりましたので、乙れから関係業界に対して回収箱の

設置を勧奨するとともに、市民に対しでも回収活動への協力について広報

活動を強化し、有害ごみの減量を図ってまいりたいと考えております。
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また、ピニール等高分子系のごみはっきましては、現状ではまだ問題にな

るほどの量ではありませんが、建設中の清掃センターはおきましては将来量唱

を見越して有害ガス除去装置を配慮いたしてございます。さらに将来のと..

み質の変化に対しましては、分別の見直し等その都度対処してまいる所存 IJ
でございます。 、 ..  

次lと、昭和 59年度において完成いたします清掃センターは、現施設の

パッチ燃焼式とは異なり、准連続燃焼式焼却炉で 1日10 0 t:，の処理能力 11
を有し、また可燃物の前処理としてギロチン式破砕機を設置し、建築廃材

等も処理できますので、屋外での焼却処理作業もなくなり、可燃物のすべ

てが完全焼却処理する乙とができます。.，

労鋤管理の面におきましでも、焼却炉の操作が中央制御室からの簡単な

遠隔操作により行えるなど、現在の正木処理場とは比較にならないほど衛

生的な環境の申で作業ができるよう改善されております。

また、公害対策についてでありますが、有害ガス除去装置、電気集じん

機等を設置し、ばいじん対策等には万全を期しており、施設の維持管理に

つきましても細心の注意をはらう所存でございます。

第 4点、勤労青少年問題についての御質問でございますが、第 1点は勤

蛍青少年を対象とした互助制度を実施できないかという御質問でございま

すが、現在県内には乙うした互助制度を行っている市町村はございません。

市といたしましては、現在勤労青少年を含めた市内勤労者の生活安定資

金等に克てるため千葉県蛍働金庫iζ資金を預託し、勤労者の経済的、社会

的地位の向上を図っております。したがいまして、乙れら現行の融資制度

を有効に活用していただきたいと考えております。

次lζ 、勤蛍膏少年ホームの機能と活用についてでございますが、働く青

少年の福祉を増進するための施設として文化、教養等健全な余暇活動の場

でございます。音楽室、娯来談話室一軽運動室、学習室等があり、勤労青

少年ホーム指導員と他の施設、設備を活用し、必要な使用形態に十分応じ

られるものでございます。

また、施設の活用についてでございますが、本年度註ペン習字、茶道、

七宝傭等の講座を開催し成果を上げておりますが、新年度におきましても

社会教育活動の一環としてその推進を図ってまいりたいと考えております。
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以上、答弁を終わります。

。 20番(石井武敏君) ただいま、私の 4点にわたる質問に関しまして

'答弁を踊ったわけでございますが、御答弁の骨子としましてはおおむね

了解するものでございますが、なお細部にわたりまして何点か私も御質問

申し上げたいというように考えております。

まず、防災問題についてでございますが、乙れはただいまの御答弁で煩

政計画的に進められてきているようでございます。自主防災組織の確立で

とざいますが、乙れは御答弁によりますと、ざっと 50何%、人口比でご

ざいますかの、組織の結成ができているという乙とでございまして、そう

すると後、大ぎつぼな考えでいきますと、 50何%の組織づくりがいまま

で数年かかっておるものと思いますが、乙れから乙うした自治会の組織づ

〈りが何年頃までにでき上がるのか、目安がありますかどうですか。やは

ー防災を進めていく一番の基本と基盤になる問題であろうと思いますので、

ζ 乙で御質問するわltでございます。また乙うした自主防災組織づくりは

なるべ〈早〈つくっていただければというように希望しておりますので御

質問するんですが、目安がありますか、何年頃までに全市的に市民に理解

をさせてつくっていくかという乙とです。乙の点を少し明らかにしていた

詑きたいというように考えます。

それから、具体的な訓練のあり方につきまして、御答弁はよりますと、

予告なしの訓練は非常に混乱を来たすんではないかと、地域性に合った訓

練が必要であると、答弁としてはよく理解できますが、現在の総合訓練を

年tζ1度行っておりますが、私も参加をしたりしてみますと、形式的なも

のが非常に多いように思うんです。もっと災害ならば災害の実際に即した

ような工夫された訓練がぜひとも必要ではないかというように考えるんで

すが、乙ういう点で今後乙の訓練iζ加えていくもの、何か考えられるもの

がありますか、なければないで結構ですが、あれば答えてもらいたいと思

うんですが、まずその点からお願いいたします。

。民生部長{鈴木 力君} 自主防災組織でございますが、現在未設置に

なっております地区につきましては今後西岬、館野地区を初めといたしま

して神戸、豊房、九重地区はっきましても、まず麓明会を開催いたしまし

て、昭和 60年度末までには 100%の結成を目標といたしまして努力を
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いたしたい。乙のように考えております。

それから、実際医即した創意工夫を乙らした訓練はできないかという乙

とでとぎいますが、先ほどの御答弁にもございましたように地域によって

危険度合いの種類が異なっておりまして、地域の実情に合った訓練それか

ら自主防災組織ととの訓練をそれぞれ実施するように指導してまいる所存

でございます。

また、 6都県市の防災訓練lζ呼応いたしまして 9月 1自民毎年実施して

おります訓練につきましては、各地区ごとに実施してまいってきておりま

して、非常に地域が広範囲にわたりますので、防災関係機関との連携ある

いは訓練の所要時間等から現在の訓練内容となっておるわけでございまし

て、乙れについてはやむを得ないというように考えるわけでございます。

効果につきましでも、防災意識の啓発と高揚という乙とが乙の訓練の大き

な目的でございますので、そのように御理解rをいただきたいと思うわけで

ございます。

020番{石井武敏君} 防災組織は大体 60年末までを目標としまして

進めていくという乙とでございますので了承をいたします。

現在行われている訓練は、いまの御答弁でいきますと、啓発段階である

というふうに受け取れるんですが、もう相当何回も訓練をやっております

ので、地震に対する住民の啓発はもうそろそろ、もっと進めていいんじゃ

ないかと、啓発段階は終わったんではないかというふうに時期的に私は感

ずるんですが、そうした意味で検討を加えていただきたいというように考

えるわけでございます。

防災の教育訓練につきまして一つ私は提案したいんですが、市の職員の

防災教育一一市の職員というのは地域に帰りますと、やはり特殊な立場に

立っているというふうに見られているんです。何でも市のととについては

知っていると、ですから勤めを終わって地域に帰れば、帰ったと乙ろで何

か災害が起乙れば、市の融員が一番知っていると皆さん思っているわけで

す。ですから特に市の職員は優先的に肪災訓練と防災知識が必要ではない

かというように私は考えるんですが、ぜひ取り組んでもらいたいと思うん

です。いかがでございますか。

ぞれから、先ほどの市長の御答弁の申に、いわゆる私が本論で申し述べ
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ました防災資器材のと乙ろで、津波がきたときどの辺まで水位が上がって

くるかと、たとえば館山市のある場所lζ立ったときに、そこは水面から何

mであるという表示、乙れは津波対策にとって非常に有効であり、大事だ

と思うんです。そういうものをやってる市もあります。

ちなみに、館山市の津波の危険性を乙の防災の被害状況のデータから見

てみますと、館山市内は 5mまで危険です。水面から浸水する可能性が非

常はあります。乙乙 lζ基礎調査報告書を持っておりますけれども、たとえ

ば館山市のどの地点は水面から何 mであるという表示がぜひとも必要であ

るというように私は考えるんです。乙れを設置していただきたいというよ

うに考えるんですが、その点先ほどの市長の答弁では検討していくような

前向きの答弁があったように承ったんですが、その辺もう少し明確にして

もらいたいというように考えますが、いかがですか。

O民生部長(鈴木 力君) 職員の防災意識訓練についてでございますが、

聴員に対しましては従来から非常招集訓練とあわせまして、ぞれからなお

各地区への配備、その他救急訓練とか給水訓練あるいは無線訓練、避難訓

練、場所の点検乙ういうものを実施しておりますが、今後情報網の整備等

にあわせまして地区の担当制というものを進めまして、地区と災害対策本

部とのパイプ役というような役割を果たすような地区担当制度というのを

考えて、ぞれに対する防災教育というものを進めてまいりたいというよう

に考えております。

それから、津波対策といたしまして、いわゆる水位表示板の設置でござ

いますが、当市におきましては 31.5kllという非常に長い海岸線を持っ

ておりまして、津波の危険を考えておかなければならない地勢にあるわけ

でございますが、乙のため津波浸水危険地域を図示いたしましたチラシを

全戸に配布し注意を喚起しているわけでございます。また町内の懇談会に

おきましても一つの道路等を目安にいたしまして津波の浸水地域の話し合

いというものも進めておると乙ろでございます。御指摘の表示板につきま

しては、危険性を住民lζ知らせるためにも今後津波の浸水危険地域を中心

といたしまして、設置について十分検討してまいりたいと、乙のように考

えております。

020番{石井武敏君} ただいま御答弁によりますと、水位表示板を
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津波の危険性の地域に設置をしてまいるという乙とで、おそらく設置され

るであろうと私は思うんですが、確かに乙れは津波の危険を屑知するのは

チラシだけでは非常に私は不十分であると考えます。回覧板等に回ってお

りました。しかし、ほとんどの人がそれを認識してない。またいま御答弁

にありました道路、あのチラシでいきますと、国道から上は 5mであると

いうような非常に雑駁な記事でございますが、そうした乙とも非常にあい

まいである。ただいま御答弁がありましたので私は了承いたします。水位

を掲示する防災用具は設置をしていただきたい、なるべく早い機会にやっ

ていただきたい乙とを私は要望いたします。

それから、防災に関する質問ですが、いままで私もかねがね本会議で質

問をして要望も繰り返してまいりましたんですが、さらに今回いままでの

私の要望に関連をさせまして、質疑を少し拡大してまいりたいというよう

に思いますが、万一災害が学授の生徒が授業中lζ起乙った場合、校舎の窓

ガラスが破れて飛び散ったり、ロヲカーや机が転倒したりして生徒がけが

をする場合が考えられる、乙うした場合の対策を立てる必要があるとして

私は質問をしまして、対策方を御要望申し上げた経過があります。そのと

きの教育長の答弁はたしか、予算の関係がいろいろありまして即座にいろ

いろの対策という乙とは、そういうような御答弁であったように私は記憶

しておりますが、乙ういうように災害というのはいつ襲ってくるかわから

ないわけでございまして、特iζ学校の授業申lζ起乙った場合の対策という

のは非常に大事だと私は考えておるんです。乙うした点で私が御質問申し

上げまして、要望申し上げましたその後にどういうように検討がなされま

したか、検討がなされましたら、その経過につきまして御答弁を乙の際承

りたいというように考えますが、いかがでございますか。

。教育長{安田豊作君) 学校で災害が超乙った場合はどうするかという

御質問でございますが、学校については火事の場合防火責任者を設置して

おりまして、そういう講習を受けた先生が当たっております。と同時に地

震の問題、津波の問題がいま問題になってきまして、いわゆる災害対策、

あるいは地震、火事を含めて災害があった場合職員の働く分担を決めであ

ります。さらにいま御質問の申にありましたように窓ガラスが困ちじゅう

はあります、それが割れるというような危険がありますので、子供に対し
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ては全員防災ずきんを持っております。それをかぶって当座は机の下に入

るというのをまず基本に考える。ぞれから待避する。乙ういうふうな考え

方になっております。さらに大きなロッカーゃなんかがありまして倒れた

ために子供が危害に遭ったという例がございます。乙れについてはもっと

早くやらなければいけなかったかもしれませんけれども、たまたま県の方

の指導もありまして 59年度に予算をお願いしでございます。学校からの

取り付け個数を調査いたしまして、それに応じた予算が載せてあります。

金額は予算書でごらんいただきたいと思います。乙乙では控えさせていた

だきます。

020番{石井武敏君} 教育長の御答弁で、その後学授の授業中tζ災害

が起乙った場合の対策としてはいろいろ進んできているように承るわけで

ございます。御答弁の申で、私が指摘をしましたロッカーや机が転倒して

生徒がけがをする場合、乙れの対策としては 59年度の予算で出てきてい

ると、転倒を防止する予算ですか、器具ですか、そういうものが出てきて

いるという乙とですが、どういうものですか。もう少し具体的に誕萌を加

えていただきたいというように思うんですが、該当する学校というのは館

山で何授か選んで該当させるんですか、もう少し詳しく。

0教育長{安田豊作君) 市内の学校全校でございます。調査の結果、教

として上がったのは 1000個ぐらい上がっておりますが、本当に危険か

どうかもう少じ的確な調査をして一一一1カ所について 20 0 0円から 30 

o 0円ぐらいの取り付け料がかかるというようなデータに基づいて予算化

してあります。

020番{石井武敏君) そうしますと、事業としては何年ぐらいまでに

完了する事業になるわけですか。

0教育長{安田豊作君) 何年ぐらいと一一一そんなに悠長にやっておられ

ませんので、 2カ年ぐらいで全部完成したいというふうに考えております。

020番{石井武敏君} そういう意味で、授業中の災害の防止対策とし

ましてはかなり進んでくると私は思いますので、ただいまの御答弁で了承

いたします。

次iと、福祉の問題に移りたいと思いますが、乙れはただいまの御答弁は

よりますと、乙れからもボランティアの方々とボランティア活動を進めな
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がら、その申において検討してまいりたいというような乙とでございまし

て、即座に川口市のあり方をそのまま私もまねてやればいいという乙とで

はなくて御質問しているわけでごぎいます。あくまでも参考にして、乙れ

からの方向を探っていただきたいといラ乙とを申し上げたわけであります。

そ乙で、何点か細部にわたりまして御質問をしたいんですが、現在家庭

奉仕員乙れは御答弁によりますと、有料になりましてから需要と供給の関

係におきまして、いわゆる需要がふえてきているように思います。乙れで

ヘルパー、供給の面の体制というのは十分なんですか、御質問します。

O民生部長(鈴木 力君) 家庭奉仕員につきましては現在ヘルパーが 5

名おりまして、そのうち 2名が臨時ヘルパーでございますが、そのうち 4

人が老人のヘルパーとして活動しておりまして、 1人が身障者lζ対するヘ

ルパーとして活動しております。

対象といたしましては、いわゆる寝たきりの状態はございます老人世帯

が 21世帯ございます。それから昨年 1月から有刺ボランティア制度をつ

くりまして、その関係の世帯で派遣しておるものが 9世稽、なお身障者は

っきましては 6世帯、合計 36世帯はっきまして現在派遣しておると乙ろ

でございます。乙のほか必要に応じまして派遣の体制を確保してまいりた

いというように考えております。

020番(石井武敏君) といいますのは、御答弁によりますと、乙れ以

上需要がふえても、ニーズがふえても十分それに対応するヘルパーは用意

できているというように考えてよろしゅうございますか。

。民生部長(鈴木 力君) 今後さらに派遣するような老人家庭がござい

ますれば、現在の奉仕員が足りない場合には補充確保して、ヘルパーを拡

充いたしまして実施をしたい。乙のように考えております。

020番{石井武敏君} ヘルパーはっきましては了承しました。

次tζ 、日常生活用具につきましてでございますが、御答弁はよりますと、

生活用具の種類も大変ふえて充実をされてきている感が御答弁を承ります

と感じます。すなわち火災報知器、自動消火器、福祉電話、特殊尿器等々

でございますが、乙の中でいわゆるガス警報器が入ってないんですが、乙

の点どうですか。ガスに対する危険というのは非常に最近火災を超乙しや

すいものとして憂慮されているんですが、日常生活用具の申にそうしたも
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J のが出て乙ないんですが、乙れに関してどうなんでしょうか。というのは、

私いま手元にほかの市のやっている日常生活用具の種類とデータがあるん

ですが、乙の申はまだいろんなものが載っておるんですが、館山といま答

弁を承りながら比較していたんですが、ぞうすると大事なと乙ろが少し抜

けているように感じたので質問しているわけです。その点どうでしょうか。

もしもそうしたものが考えられておられないような状態でしたら、こうい

ったきめの細かいと乙ろが福祉のよさがあるわけですから、ぜ乙乙うした

と乙ろを検討してもらいたいと考えるんですが、どうでしょうか。

O民生部長(鈴木 力君} 現在当市で実施しております老人あるいは身

障者の生活用具の給付事業につきましては、国の要綱lζ基づきまして実施

しております。ただし、一部単独で必要のあるものというものについては

市でやっております。おおむね国あるいは県の要綱lζ基づいて実施してお

るわけでございまして、ただいま御提案のありましたガス警報器等はっき

ましては、乙の対象品目に入っておりませんが、確かに県内におきましで

も一部自治体におきまして採用しておると乙ろもあるようでございますの

で、乙のガス警報器等につきましては今後の検討課題として取り上げてま

いりたい。乙のように考えております。

020番{石井武敏君) 今後十分検討なさるという乙とですので、おそ

らく私は実現できると思って質問を終わりたいと思いますが、乙うしたき

めの細かい御検討を今後お顕いしたいと思います。国の施策というのは非

常は大ざっぱなんです。当市におきましても日常生活用具の貸し付け制度

につきまして、私もかねて通告質問や質疑の申で紙おむつを支給したらど

うかという提案をしまして、現在紙おむつも国の施策iζ プラスして当市で

独自に行っておるわけでございます。各市の状況を見ながらいろいろと施

策を足してきているような状況があります。いまの御答弁で了承いたしま

す。そうしたきめの細かい考え方を今後もお持ちになって福祉の問題に取

り組まれていかれますようにぜひお履い申し上げるものでございます。

時間の関係もございますので、ごみ処理の関係につきましては、 59年

度の予算にも載ってきておりますので、、乙の際質疑を打ち切ります。

最後の勤労育少年問題につきましてでございますが、勤労青少年の実態

をずっと私なりに研究をしてみまして一一先ほど蛍働金庫等がいわゆる独
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立貴金等々のパヲクアップをしているような御答弁がありました。しかし

そうした点で非常にまだまだ独立資金を得ょうとしても借りにくい状況が

あるんではないか、そういうように考えるんです。現在の制度だけで非常

に不十分であるというように感じられたので今回御質問したんです。

組組蛍働者と未組織労働者の枠組みの申で、資金の運用面だけをとりま

しても差が出てきておるんではないか、いわゆる未組踊労働者が借りにく

い面があるんではないか、資金を融通してもらいにくい面があるんではな

いか、乙うした運営上の面で私は御質問するんですが、未組織労働者とい

うより勤労青少年を対象としての質問でございますので、そうした面での

取り扱いの差といいますか、違いについて説明を賜りたいというように思

います。

労働金庫も館山市で補助金をかなり出しておりまして、館山市で出した

補助金が円滑に、効果的民運用されていく乙とを当市志望んで、そういう

ようにお金を出しているわけでございますので、そうした面から御質問し

ているわけでございます。お願いします。

O経済部長(山田俊康君} 現在、労働金庫lζ預託しております関係で、

未組織勤蛍者が住宅資金あるいは生活費金として借り入れを受けておりま

すのが 58年 12月末現在で 16件 1健 44 8 3万 8000円ほどござい

ます。

なお、組織労働者と未組織労働者との聞の差というのはそう多く設けて

おりませんで、特lζ千葉県と蛍働金庫との提携によります低利な融資制度

などもありまして、未組織蛍働者の生活安定資金というととでは組織労働

者よりも利率の安い 1. 1 2 %の貸し付け制度もございます。

それから、開業関係にあたりましては、千葉県の中小企業振興貴金とい

う乙とで、 1年以上住居要件があって、 25歳以上という乙とで、一応中

小企業者が開業設備をしようとする場合には、許容黄金の 80%以内で 1

000万というような枠で、連帯保証人 1人あればできるというような制

度になっております。

。議長{石井 正君} 以上で、 20番議員君の質問を終わります。

午前の会議は乙れにて休憩とし、午後 1時再開といたします。

午前 11時 52分休憩
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J 、 午後 1時 o3分再 開

~~ I 0議長{石井 正君} 午後の出席議員数 25名、休憩前に引き続き会議

書E を開きます。

3番議員山中金治郎君御登壇願います。

1( 3番議員山中金治郎君登壇}

03番{山中金治郎君} 私は本定例会におきまして、すでに通告してご

ま E ざいます次の 3点、まず第 1点として産業の振興について。

E 第 2点、財政の運営について。小さい 1点、財政計画は第定されておる

') I のか。 2、起債額と未償還額のぜークはいつ頃なのか。 S、起債の運用上

~ [ の制限内容と公債民事を示していただきたい。

第 3点、行政経費の抑制について。小さい 1点、財政硬直化しかもラス

:: I パイレスの高い市職員の国家公事員を上回る給与改定は必要なのか。小さ

い2点、市職員の互助会の補助の必要性をお伺いしたい。小さい S点、碍

員数の減と賃金崎員の増を見て電算犠の効果はあるのかお伺いしたい。小

きい 4点、議会趣員の定数の削減について。

以上の 3点につきまして、市長のお考えをお聞かせ願いたく煩次質問を

申し上げます。

まず第 1点、産業の振興についてでございます。市長は、施政方針の申

において「産業の援興は、豊かな市民生活を支え、活力あるまちづくりの

根幹となる Jと言われておりますが、新年度予算の数字を見ますと、作文

E だと思わざるような計上額でしかありません。快適な生活環境も、健康で

t I 心の遭う社会福祉也、活力ある教育文化環境也、その最も基礎となるもの

は市民生活の経済的安定の上に成り立つものであろうかと考えます。

まず、第 1次産業におきましては後継者問題を初め柑橋、ピワ類の低調、

畜産業における酪農戸数の減少、養廓数の誠少、在来の磯根漁業の不振等

凋落の一途をたどっているような状態であり、森林資源についても極度に

減少しております。 2次産業においても一部の企業を除いては地場産業と

言われるようなものは少なく、下請け的零細企業が多く、不況化にあえい

でいる状況であります。わずか 3次産業の一部にレジャー時代の名残りを

とどめている程度で、海水浴のシーズンのみフル操業している状態であり

ます。
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特区、商業会におきましては、交通機関の発達から商圏人口は約 12万

3 0 0 0ほどで、木更津や千葉方面に吸収され減少の一途をたどっており

ます。

5 8年 3月の新規の学卒者の進路状況を見ても明らかであります。就職

者数の 12 3 3名のうち県外就職が 668名、県内の就職が 565名、乙

のうち館山職業安定所管内が 196名と就職者数の実に 6分の l弱でござ

います。

乙れに対し、予算案の産業会計費は蛍働、農水、商工観光の 3款で、一

般財源 60 億 90 0 0万円のうち 3億 4232万円、人件費を除くとわず

かに 1億 6881万円余であります。形式的には 7億 23 4 8万余円計上

しでありますが、これは大部分が園、県の補助金に対するひもっき事業や

当面の事業費であり、さきに述べたような市産業界を直視した予算編成か

どうか危ぶむものであります。

ちなみに、博物館とコミュニティセンターの管理運営費は、 2款で一般

財源を 7321万余計上しであります。特に博物館の人件費はど乙に計上

しであるのか、館費には計上がされておりません。乙れだけでも産業 3款

の一般財源使用額の 43%を示しております。

細かい乙とは別としまして、市長はもっと事業の選択を徹底し、館山市

の産業界を振興させるために経費を投入すべきであると考えますがどうか、

お伺いをいたしたいと思います。

第 2点、財政特に起債の運営について、予算案lとよりますと、 59年度

末起債残高見込みは実に 94憶 660万余り、当初予算の 98%弱に当た

ります。乙れは 51年度の当初予算lζ比較しますと、 51年度の当初予算

中 13億 491万円、 59年度の当初予算には 94億 660万とあります。

伸張率は実に 720%という乙とになります。 59年度にもありますが、

債務負担行為額を 51年度末の予定の 7億 562万余円を合算し、 59年

度分はとれを合算しなくても 467%86となります。

市長は、将来における市債の増高を考慮してと言っておりますが、現在

まですでに激増しておるではありませんか。本来、原則として市の事業は

起債以外の歳入をもって賄うべきであろうと思います。当然市債を見込む

乙とは間違いであり、ただ、事業の効果が後の住民lζ及ぷ乙とのあるよう
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J Iな事業の場合その受益面を考え、住民負担の年度内調整をするとか、事業

の実施はより経済を発展し増収が期待されるし、それを償還財源とする乙

とができるとか、臨時的事業で多額のとき通常の歳入では調整のつかない

t Iときとかに市債を起乙すべきものであろうと思います。単に適債事業であ

るからと起債をすべきではないと思うのでお伺いいたしたいんですが、現

在市に短期でも、中期でも結構ですが、財政計画が策定されておるのか、

起債額と未償還額のピーク時はいつ頃になるか、お示し願いたい。

、

。

すでに、公債費は 11億円を超えて、 51年度対比が 539%という驚

異的な伸びだし、 59年度は起債額より差し引きますと、 11億 88 0 0 

万円借りても実際は 85 0 0万しか自主財源とならない実情であります。

義務的経費の場合は 59年度 48 % 4と、 57年度全国市町村決算の平

均割合 42 % 6をはるかに超えて、財政の硬直化というよりは財政悪化の

感すらございます。

さらに、現在国が運用上の制限として公債費比率による制限があると思

いますが、 58年度の通知によるものでも結構ですから制限内容をお聞か

せ顕いたい。乙れに対し 59年度予算においては予定公債比率を示してい

ただきたい。 51年度の予算においてはたしか 6. 5 %であったかと思い

ます。

第 3点、行政経費の抑制についてでございますが、施政方針においても

「厳しい財政運営を余儀なくされる Jと書いてございますが、財政運営は

いつでも余儀なくではなく積極的な、厳しさの申lとも運営されるべきであ

ると考えますが、ぞれは別といたしまして、一般行政費的なものは極力抑

制し、 1円でも市民生活の向上に支出すべきであると考えますが、次の点

について市長はどう考えられるか、お伺いをいたしたいと思います。

提案理由の説明の申で職員給与条例の一部改正案件申、他との権衡を図

るため改定しようと言われておりますが、 58年 3月 23付の新聞に、千

葉県はラスパイレス 10 9 % 2で全国 5位の高い水準にあると報じられて

おりました。館山市の場合もラスパイレス指数は 11 1. 1 %で、乙れも

国家公務員よりも高水準の給与になっでおるわけです。

地方公務員法の第 24条の 3項に、国公tζ準ずるとは、画一的lζ国公の

例によるものではなく、国家公事員の給与を基準としつつ、幅のある乙と
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を認めるという乙とが行政解釈されているといいます。園家公事員の平均冨 《

ベースアップは 2. 0 3 %改定されると聞いておりますが、なぜ当市は乙

れを上回る 2. 0 7 %でなければならないのか。 竃司

予算書の中で人件費全体を見ますと、一般財諏の 39. 4 %、乙れは事. 1. 

業費的賃金もありますが、とりあえず加えると一般財源の約 40%を超えE看

る、財政硬直化の館山市としては行政経費の抑制策をとる施政方針lζ 反す. 0 

るものであり、アップ率の削減をすべきであると考えますがどうか。. 司

次位、市職員の互助会tζ対する補助金でございますが、各会計を通じて量副

総額 14 7 6万余が計上されております。乙れは昭和 40年頃から続けら

れておるようでございますが、その当時は 83万程度でございましたが、. I 

そのような金額ならいざ知らず、現在のような高額補助の必要があるのか. ~ 

どうか、お考えをお聞かせ願いたいと思います。 置 可

電算機iと関して次にお伺いをいたします。施政方針には OA化による事

務の簡素化、能率化等を推進するとし、 50 8 7万円余が計上されており I'1 

ますが、乙れに関連して 51年度の予算Iζ比較して見ますと、人員では各I 0 

会計簡で合計 35入の減員となっております。半面、賃金計上額は 51年I.ti 

で 1909万円余に対して 59年度は 66 1 6万、もちろん先ほど言ったI t 

ように事業費的賃金もあると患いますが、 3倍以上になっております。定量量

数内職員の減を臨時的磯員で補っているとしか考えられません。とすれば

一般財源約 5100万円は先ほど言った産業費の一般財源申から人件費を E重

差し引いた 1億 68 8 0万円余のほぼ 3分の 1強の額となります。多額のI 1. 

費用を使う効果があるのか、効果測定の費斜を乙しらえてあ毛のかをお伺量畏

い を いたします。.

最後に、最近聞くと乙ろによりますと、再度の議員定数削減問題が話題量ま

となっている市や実臆した市があると聞いておりますが、乙れを世論を聴

くというたてまえから言えば異論もあろうかと患いますが、館山市の諸般. u 

の情勢を考え合わせ、厳しい財政事情の上からも再度議員の削減について. &! 

の考え方があるかどうか、お聞かせいただきたいと思います。 霊園

以上、質問申し上げますが、御答弁はよりまして再質問をさせていただ I l 

きます。 I f 

{市長半海良一君登壇) I 
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0市長{半海良一君} 山中議員の御質問にお答えをいたします。

大きな第 1点、産業の振興についてでございますが、産業振興について

事業を選択し、一般財源を積極的lζ投入すべきであるとの質問の要旨と思

いますが、事業を実施する場合、市の財政を考慮し園、県等の補助制度を

利用する方がより効果を上げる乙とができると考えております。産業関係

の事業には各種の補助制度がございますが、乙れらの申から市が遺訳して

事業を実施しているわけでございます。したがいまして、一般財源克当額

比較ではな〈、事業総額で対比する方が妥当であると考えております。

御指摘の 58年度対比では、スポーッの里づくりのため 59年度当初予

算は誠とはなりましたが、産業関係費の決算推移では 56年度決算が 5纏

730 0万余円、 57年度決算では 7傭 88 0 0万余円と厳しい財政の申

でも漸増の傾向にあると申し上げるととができると思います。

質問の大きな第 2点、財政運営についてでありますが、地方公共団体の

a提出は地方債以外の歳入をもって充てる乙とが原則でございますが、本市

のように自主財源の乏しい団体といたしましては、多様化、高度化した住

民の行政需要民対応するためには、必然的にその財源を他に依存しなけれ

ばならず、その一つの手段として市債の借り入れを行い社会資本の充実等

適切な行政水準の確保を図ってきたと乙ろでございます。

言うまでもなく、地方債は年度聞の財政調重機能をも有しており、住民

負担の均衡の見地からも、その有効な活用は必要とされているわけでござ

います。しかしながら一方で、地方債の元利償還金は将来の負担増とな号、

財政に支障を来たす乙とになりますので、今後とも歳入の確保tζ努めると

ともに、事業の厳還を行い憧全な財政運営を心掛けてまいりたいと考えて

おります。

財政計画につきましては、 3年間のローリングによる根幹事業実施計画

区先立ち内部指針として策定しておりますが、 49年度tζ策定した館山市

総合計画が 60年度lζ鶴了しますので、 59年度以降今後の財政状況を考

慮しながら策定に向けて準備をいたしたいと考えております。したがいま

して、起債績につきましては根幹事業実施計画との関係で申し上げますと、

行政需要との関係がございますが、 10億円乃至 11億円の抑制基調によ

り未償還につきましては 61年度におきまして約 102億円程度に推移す

均

E
E
 

i

i

!

 

事

乙

す

え

て

ら

事

号

手

-v-
，.，
d
E邑同

-7 1 -



るものと考えております。

次lζ 、起債運用上の制限内容と公債比率でございますが、地方債の一つ

の指標であります地方債許可制限比率の過去 3年間の平均が 20%以上の

団体については、原則として一般単独事業債及び厚生福祉施設整備事業債

は許可きれないととになっており、さらに比率が 30%以上の団体につい

ては、原則として一般事業債は許可きれない乙とになっております。なお、

当市の地方債許可制限比率は昭和 57年度決算において 11 • 4 %となっ

ております。

大きな第 3点、行政経費の抑制についてでございますが、第 1点の結与

の改定問題でございますが、今年度の給与改定率は給制では 2. 0 o，%、

諸手当を含めた給与全体では 2. 0 7 %となっており、国を上回っている

ので削減すべきであると考えるがどうかという御質問でござい'ますが、乙

の上回った理由は、給制表の等号級別職員数の構成、給料と諸手当の割合

等の違いによるもので、内容的tとは給制表、諸手当とも国、県tと準じた改

定となっております。

次lと、市職員互助会の必要性についてでございますが、地方公務員法 4

2条で「地方公共団体は職員の保握、元気回復、その他厚生に関する事項

について計画を樹立し、乙れを実施しなければならない Jとされておりま

す。乙れをどのように実施するかは各地方公共匝体の自主性にまかされて

おりまして、具体的にはレクリェーションの実施、職員住宅、保養所の設

置、互助会の設置とその助成等事案内容は多種多樺でございますがミ県下

各市においても互助会に助成しており、その助成率もほとんどの市が本市

と同じ率になっておるのが現状でございます。

次l乙、第 3点の電算機の効果についてでございますが、昨年 9年の広報

で「安上がり行政を目指して」と題して申し上げておりますように、コン

ぜューターを導入してから相当教の碍員が減りました。もちろんすべてが

コンピューターによる効果とは言えないまでも、年々事務量がふえる申で

の減員は合理化の成果と考えております。その他コシピューター導入tζ伴

い、経済効果もさる乙とながら質的効果、ぞれに伴う波及的効果也大きく、

また即時処理tとより最新の情報が入手でき、正確化、迅速化が図られ住民

サーピスの向上が図られております。
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、

なお、臨時職員の増についてでございますが、乙れは勤務内容、事務量

等の克直しを行い、常勤職員を配置する必要のない職務については、常勤

職員にかえてパート等の臨時職を配置し、人件費の抑制を図ってきており、

その結果、常勤職員の減にひきかえ臨時職員の増となっております。

次lと、第 4点の議会議員の定数削減についてでございますが、議会議員

の定数の削減については 57年 9月の定例会におきまして、議員提案とし

て時代の要請にこたえ議員活動の効率化を推進するという趣旨におきまし

て、定数 30名を 28名lζ減員しておるわけでございますので、私として

の意見は差し控えさせていただきたいと思います。

03番(山中金治郎君) 産業の振興の乙とでちょっとお伺いいたします

が、漁業関係について漁港の整備はだいぶ進んでおりますが、その申で、

たとえば船形漁港告見てみましでもだいぶ整備されておりますが、実際あ

ぐり網はたしか以前は 8統以上あったと記憶しておりますが、ぞれが現在

は小さいものまで入れて 3統しか動いておらない。これはもちろん後継者

が少なくなったという乙ともあろうかと思います。その申で、漁業をやめ

た人たちが実際には京葉工業地帯の方l乙勤め出しておる人もかなりおりま

す。せっかくあのように漁港を改修されて相当の投資をしておちますので、

できればそういうふうな漁業をやった経験者の人たちがよそに勤めている

んではなくて、乙の土地にそのまま鋤いてもらえるというような漁業の振

興を具体的な対策を考えておりましたら、お聞かせ願いたいと思います。

O経済部長(山田俊康君) 5 9年度予算におきましでもヒラメの養殖事

業等新たに実施してまいります。 58年度におきましでもタイの放流とか

いままで実施していなかったものも合わせて実施しておりますし、新たに

アサリの養殖というような乙とも手掛けてまいっております。とにかく御

指摘のように沿岸漁業がどんどん衰微しておりますので、従前のとる漁業

から育てる漁業というような方向記、方向変換を努めている次第でござい

ます。

03番{山中金治郎君} いまお答えの申で、栽培漁業を進めていくとい

う御計画のようでございますが、それらをもっと積極的に進めていただい

て、先ほど申し上げましたような新卒の子供たち、高校や申学を出た子供

たちが一人でも多〈乙の土地に踏みとどまるような漁業の養成をしていた
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だきたいと思います。

次lζ 、林業の乙とでちょっとお伺いいたしますが、現在館山の森林を見

ましても杉やヒノキのような山林も本当に減っております。それらの植林

政策、そういうふうな乙とについてのお考えをお聞かせ顕いたいと思いま

す。

。経済部長(山田俊康君) 従前と遣いまして、確かに広葉樹林と申しま

しょうか、そういったものが非常に多く、針葉樹林が戦後特に少なくなっ

てまいっております。そういった観点から、一部ではシイタケの栽培とい

うような乙ともありましたけれども、現実lとは森林そのものを造成すると

いう乙とで徐々にではありますが、本年度あるいは昨年の予算の申でもお

願いして神余地区比森林団地の造成等を実施しておりますし、また各林業

農家等lとも PR'と努めている次第でございます。

ただ、一番やはりネヲクになりますのが蛍働力という乙とで、長い自で

見ませんと林業そのものが成り立たないという乙と、長い授費にたえるだ

'"'の労働力を提供できないような状況にあるというのが一番つらい話でご

ざいます。

03番{山中金治郎君) 神余tζ森林団地というのがあってすばらしい指

導をされておるようでありますが、いま世界の森林資源の状態を見まして

も憂うべき状態があろうかと思います。日本の国土は非常に狭い申で、そ

のように手を入れればだいぶ森林資源の確保もできる状強であるんですけ

れども、ぞれが実際には行われてないのが現状のようでございますが、私

は植林をするときに苗木は提供されるという乙とは開いておりますけれど

も、その後の管理等について何か、森林団地ではその後の経費も補助して

おるように聞いておりますが、その現状をちょっと説明していただきたい

と思います。

。経済部長{山田俊康君) 詳細なデータがいま手元にございませんので

のちほどお答え申し上げます。

概括的に申し上げますと、林地を造成し苗を植えつける、そのときの首

代lζ匹敵するものは補助金でございます。それから、下刈り等につきまし

ては各林業農家が共同で実施する場合、一定の面積以上になりますと、乙

れが補助対象になるというととでとぎいます。ぞれから、 5年、 10年た
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ちまして枝打ち等を実施する場合におきましでも、一定の面積以上であり

ますと、乙れがやはり補助対象になるという乙とでございます。

03番{山中金治郎君) 続いて御質問しますが、一定の規模以上ならば、

そのように枝打ちまで補助される。乙れは県の補助ですか、そうしますと、

一定の規模というとかなりの規模で、乙れは複数の人たちの集まりかと思

いますが一一私は乙ういう実擦の木を植える、育てる乙とは大変な仕事で

ございます。骨が折れますので、したがって林業労働者が減っていくとい

うのが現状かと患いますので、私はその規模がそ乙まで及ばなくても、何

か市の方で一一一県の補助はそういうふうな枠がはめられておるにしまして

も、市独自でそれ以下の規模でも助成をしていただくという方向はひとつ

持っていっていただきたいと思います。そのようにお願いをしたいと思い

ます。

次の第 2点の財政の運営の乙とでございますが、財政計画は 3年のロー

リングでつくってあるという乙とかと思います。乙れは非常に技術的にむ

ずかしいととかと思います。しかし、乙の財政計画がきちっとしていない

と私は大変な乙とになろうかと思います。技術的に非常にむずかしいとい

う乙とではあろうかと思いますけれども、しかし、私は歳入において市税、

交付税、補助金、市償、その他を合わせた額、歳出においては人件費、砲

件費、公債費、投資的経費という乙とを合わせて出すという乙とのようで

ございますので、過去を振り返って、また将来計画を立てれば、そんなに

私はむずかしい乙とではないかと思いますので、乙のような財政計画をき

ちっと打ち立てて、その上に立って将来計画をするべきだと思います。乙

の起債につきましても、また公債費にしましても、そのような財政計画の

策定がきちっとできてないと私はなかなかむずかしくなるかと思いますの

で、乙の財政計画の申期的の策定が不可能かどうか、総務部長にちょっと

お伺いしたいと思います。

。総事部長(鶴岡卓樹君) お答えいたします。

御指摘の財政計画は、固においてもなかなか苦慮しておる乙とは御案内

の乙とだと思います。私の方も考え方といたしまして、経済の見通しをど

う立てるのかが基本でございます。それと、その経済の申でも地方財政制

度がどういう動きになるのか、たとえば国iζ例をたとえますと、国は国家
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予算を決めるのは国税として取っても、なおかっその計画がなかなかむず置で

かしい経緯がございます。そういう乙とで簡単に言いますと、地方の場合置程

は自主財源は一一昔5をわかりやすく申し上げますと 3割でございます。 7 璽盛

割は依存財諌が平均でございますから Lその辺の動きといいますか、制度冨員

的なものはどうだろうか、それと当市に置きかえますと社会環境特に行政彊が

におきまして質と量の問題はどう変わっていくのか、そういう乙とを念頭霊園

におきまして計画を実は内部資料ですけれども、市長からお答えしました量。

ように立てております。ただ問題は、依存財源の問題がございますので、 冨で

その辺の振幅を私の方は一一喝きをなかなかむずかしいという、そういう璽 C

認識に立っております。 I 0 

03番{山中金治郎君) 起債の運用上の制限内容ですが、具体的に 58 • 乙

年度の政府から示された内容はあるんですか、公債比率を決める。

O総事部長{歯周卓樹君) 先生のおっしゃるのは一一一法律とか通達があ量 り

るのかという意味でお答えしますと、短年、地方慣につきましては御案内曹司

のように地方債計画で全体の計画が定まりまして、それで許可方針が定ま

りまして、その許可方針に基づきましていろいろな指導はございます。. l. 

03番(山中金治郎君) なかなかむずかしくて私にはよくわかりません. }: 

が、次の第 3点の行政費の抑制についてお聞かせいただきますが、最近の量 司

新聞を見ますと、郡部の町村においては県や園の指導のとおりに実施した . 0 

いという乙とが出ておりましたが、館山市の場合はいまの説明を聞いてお. il 

りますと、手当等の関係で同じにしても 2. 0 7 ，となるんだという乙とで

ございましたが、その点をもうちょっと具体的に説明してください。

。総務部長{鶴岡卓樹君} お答えいたします。

給与改善のお話だと思いますが、御案内のように当機員の一般職は特 1 I ~ 
から 5等級まで 6段階lζ分けた給料表がございます。それで、なぜ国が 2• 

o 3で、当市が 2. 0 7かと御質問ですが、簡単に言いますと年齢差が違 Ij 

います。国の平均l主総体的lζ35歳前後だと記憧しておちますが、当市は

4 0歳、そういう乙とですから、給制表がいろいろございましてその申で

一一わかりやすく言わしていただければ、当市は働き盛りが多いと 40歳

ですから、そうしますと、乙の等級衰の申で年聞に上がる昇給間差額が多

いと乙ろにいる、たとえば当市の給制衰老後で見ていただければわかるん
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r Iですが、 80 0 0円以上がると乙ろと初任給では初めのうちは 32 0 0円

き量程度しか上がらない、大学を出ても 65 0 0円から 60 0 0円程度、働き

盛りになりますと、それが 80 0 0円も年聞に上がる。そういう乙とで人

r I員の構成が違いますので、その差を加重平均といいまして、全体の額と上

11: Iがる前の額とを割りますと、当市の場合は諸手当を入れまして 2. 0 7、

質量国はそれを 2. 0 3、そういう結果でございます。

:: I 03番(山中金治郎君) あくまでも国や県のアヲプ率と同じという乙と

で解釈してよろしいんですか。

。総務部長(鶴岡卓樹君) はい、結構です。

03番(山中金治郎君) 次に、市の職員の互助会の補助金の問題ですが、

乙れはまた委員会の方で審査させていただきます。

電算機を使った事務の合理化については、市長さんがすさいぷ積極的に取

~ I り組んで、だいぶ能率を上げておられるようでございますので、その辺は

~ I敬意を表します。

終わりに、議員の定数の乙とでございますが、先日焼津市はおうかがい

したときに一一鵠津はやっぱり過去一番最初の再建団体になったという乙

レ 置 とで非常に厳しい取り組み方をしております。議員にしましでも 10万部

) I 市で 30人、しかし、それも最近また市民団体の突き上げがあって、大幅

ー の削減をしろという乙とが出されておるので、現在議員の各会派でぞれの

:5 I 調整の話し合いをしておりますという乙とがございました。

'・

E また、今回の予算はしましても、館山市として市税収入を見ても 10 • 

7%の増という乙とは、市民の税負担がそれだけふえておるという乙とで

ございますし、また後出される手数料や料金の値上げの問題もあろうかと

思います。そのように市民に対しでかなりの負担唱をお願いする時期でもご

ざいますので、やはりそれら厳しい財政事情をよく見定めまして、市民lζ

納得のいくような方向で考えていただきたいと思います。

以上で、質問を終わります。

0議長(石井 正君} 以上で、 3番議員君の質問を終わります。

次、 2番議員田沢勝信君御登壇願います。

( 2番議員田沢勝信君登壇)

02番{田沢勝信君) 私は、過日行われました市長の 59年度施政方針
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及び提案された諸議題を踏まえ、さきに通告いたしました 4点について御量保 4

質問いたします。 量年:

第 1点は、 59年度施政方針についてであります。国の 59年度予算案董所:

について現在国会の場で審議されてい‘るわけですが、軍事費の突出の一方奮す

で、社会保障費の切り捨て、教育費の切り下げ、種々の増税予算に対し、量質.

国民の間からは不沈空母、生活沈没型予算として批判が高まっているよう冨に 1

にうかがわれます。 量て

市長の 59年度施政方針を検討するにあたり、本来市長は市民の生活、

福祉の向上を守り、発展させていくのが第一の責務という乙とが判断基準置し 1

になるわけですが、国の不沈空母、生活沈没型施策lとむしろ積極的lζ追随量と

した施政方針になっていないか危棋を持つわけであります。そのような立量抵

場から市長の行動、施策について市民の注目の自が注がれておりますので、量等

具体的に 3項目にわたり所見をお伺いいたします。 量

第 1tζ 、市長みずからが会長でもある館山市社会福祉協議会が取り組ま

れた昨年末の募金運動、寄鮒運動iζ対し、市長が大口募金lζ応じた乙とが量の

選挙管理委員会から公選法違反の疑いが強いとされ、公聴者である名前等 Eて

が掲載された同協議会広報を回収するよう要請されているようであります量い

が、乙の際、乙の問題lζ対する市長の所見、対応をきちっとしていただき E が

たいと思います。

第 2tζ 、 51年から 52年にかかる館山市の衛生センター建設計画中の冨乙

用地買収にかかわる件についてであります。市長決済の文書が第三者に出富民

され、当時建設用地最適地とされた土地周辺の買収のための資金融資の保量本

証の一部として使用されたようであります。当時、吉田新ーさん所有の土置す

地を衛生センター建設の最適地として考えられておられたようであります量い

が、その周辺の土地も建設にあたり必要であったのか、市として買収する量し

つもりであったのか、市長決済の文書があえて出された経緯、意図を明ら璽 う

かにしていただきたい。当時乙の建設に直接、間接にかかわった方たちか

ら土地乙ろがしのうわさが絶えなかったという話を聞いておりますし、今量反

議会には市民の関心の的の一つであるし尿くみ取り料金の値上げの審議も量に

される折、市民に納得できるような市長の答弁をお願いいたします。 竃者
第 3tζ 、市民負担の増加をしいるし尿くみ取り税金また幼稚園の入国税、量て
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保育料等の値上げ諸施策についてであります。すでに御承知のとおり、昨

年末減税が行われたものの、個々には 1500円程度であり、しかも高額

所得者慢遇の減税であったため、マスコミ等でさえ「ラーメン減税」と弥

するありさまです。加えて酒税を初めあらゆる公共斜金の値上げにより実

質増税であります。人勧凍結に引き続き、 83年度は人勧の値切り、それ

に呼応した民間でのペアの低回答等々勤労市民の実質可処分所得は低下し

ております。

そういう状況の申で、市長の実施されようとしている諸制金値上げに対

し短期間のうちに市民多〈の方から反対の声が上がっております。乙の乙

とは安房地区労働組合協趣会及び館山市環境保全公社労働組合を代表する

ほか 1万 858名のし尿くみ取り、幼稚園の入国制、保育制、学校給食費

、.等の値上げと公共纏設棒化槽民間委託に反対する爾願書となって出てきて

いる乙とからも御理解いただけると思います。

市長は常々「市政運営の基本理念は、市民一人一人を輔重した市民生活

の安定であり、市民の市民による市民のための自治という原点に立ち返っ

て市政推進Jという乙とを主張されてまいりました。そのような観点から

いっても、今回の諸制金の値上げについては再検討する必要があると思う

が所見をお伺いいたします。

次tζ 、大きな 2点目として、労働行政の確立について御質問いたします。

乙の件については昨年 9月定例議会の申でも私質問いたしました。勤労市

民の鋤く磁場での安全衛生上の問題、労働基準法tζ定められた勤労者の基

本的権利の現実について申し上げ、当市の労働行政の確立を求めたわけで

すが、勤労者の実強は計数的に把揮しておらず、また勤蛍者の諸問題につ

いては労働基準監督署、県商工蛍政謀、職業安定所等の連絡、提携を密に

して対応していく旨の答弁しかなく、動蛍市民の現実に対して目を向けよ

うとしていないという印象を非常に強〈持ったわげです。

ぞとで、市長の答弁どおりで果たして勤労市民の抱える諮問題が行政lζ

反映していくものかどうか疑問でしたので、県の商工蛍政鞭lと行き、現実

に行っている蛍働行政についてお話を伺いました。担当職員 2名しかも 1

名は兼務、範聞は安房郡市町村乙れだけ聞いても、乙れは率直に申しまし

、ー τ大変なものだなというふうに思っております。事業として春闘妥結状況、

-7 9 -



また夏、冬の一時金妥結の状況把握、労働講座年 3園、労働福祉活動とし

て野球及び囲碁大会年 1回、地区労働行政連絡調整会議年 2園、機関紙発量 l

行年 3題、申退金のアピール等であります。勤労市民が鋤く職場で抱える. (i 

問題は、市内経営者の抱える問題でもあるわけですが、動費市民の抱える

諸問題の現実を適切に把握し、労働行政として活動を活発足行われていな. ~ 

いという現実については双方一致したと乙ろであります。. E 

その場で、県内東葛方面は労働行政も進んでいるようですがという話を量司

伺いましたので、市川市役所へ行政視察に行かせていただきました。そ乙

で非常に印象的であったのは組績されているもの、また未組織のままであ

るに隈らず、勤労者のアンケート等絶えず勤労者の抱える課題、悩み等を

把握しようとする行政活動があるととです。そのために 7名の職員が労働

行政に配置されているということであります。その上位立って諸施策が講

じられている、県の労働行政の事業指針をお伺いいたしましても、市等自

治体での蛍働行政の係しかも専任職員の配置等を進めるようにという乙と

をお聞きしております。当市iとあっては商工観光課の守申で兼務でいるとい

う状態です。以上の乙とを申し上げまして、改めて市長の所見をお伺いい

たします。専任職員を配置して総合的な窓口になり得る蛍働行政を確立で

J 

A 

.. 
!I 

き;;!?;;:亡、働く婦人の問題について御質問いたします。 I~ 
婦人差別撤廃の運動は、乙乙数年国際的にいっても、圏内的にいっても .3

大きく発臆しております。国際的には 19 6 6年に国連の中tζ婦人の地位

委員会が設置され、 61年には問委員会lとより婦人差別撤廃宣言が採択さ_ '"i 

れました。引き続き 1919年第 34国連総会において婦人民対するあら

ゆる形態の差掛撤磨区関する条約が採択され、わが国も 19 8 0年 7月lC: . ] 

開条約に署名しております。国連は 1985年までの 10年聞を乙の条約

批准tζ向けた国連婦人の 10年とし、世界行動プログラムを設定し、ぞれ

に向け各国の婦人及び関係者の活動が強められております。

わが国が同条約が批准できない理由として、 1つに積場での男女平等を

保障する公制度の不備、 2つには日本女性が子供に日本国婚を継承すると

とができない国鰭法の不備、 3つに高授の家庭科教育を含む教育諸法の問

題等が報じられており、婦人問題の大きな焦点になっております。
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そういう乙とを踏まえて、県の方からも国連婦人の 10年の取り組みと

して当市にも窓口等明確にされ取り組まれるよう指示が出されているよう

に伺っておりますが、どうですか。関連して婦人の差別問題等積極的に取

り上げ、差別撤廃の方向で婦人の啓蒙活動、婦人の交流等具体的lζ 企画し、

取切組む意向は持っているのか、所見をお聞かせください。きょう 3月 8

日は期せずして国際婦人デーであります。乙の日を契機にいたしまして、

市長の前向きな御答弁をよろしくお願い申し上げます。

最後記、第 4点目といたしまして、独居老人、寝たきり老人家庭の防火

対策について所見をお伺いいたします。

すでに十分御承知の乙とと思われますが、今年に入ってひとり暮らし老

人家庭において予見のできないできごとにより 5件の火災の発生があり、

不幸にもその火災はより家屋のみならず人命すら失うという事故が起きて

おります。同様の事故については昨年も何件かあったと記憶しており、火

災によって逃げ遅れる乙とが多い老人家庭に対する防火体制の必要を痛感

しているのは私一人のみではないと存じます。

今年 2月 22日まとめの千葉県消防課の 58年火災白書を見てみましで

も、火災発生件数が過去 10年間の中では最も少ないにもかかわらず、焼

死者数は前年度を上回っております。乙の原因については種々あるかと患

いますが、申でも 61歳以上の老人に最も犠性者が多く、その防火体制の

充実を求めております。

館山市における 65歳以上のひとり暮らし老人家庭を統計的に見てみま

すと、 56年で男子独居老人家庭 90世帯、婦人独居老人世帯 4 1 5世帯

と合計で 505世帯となっております。館山市の老齢人口の増加傾向から

見て、独居老人世帯は今日ではなお増加していると推計できるわけであり

ますが、それだけに防火体制の充実は当市についても緊急の課題になって

おります。

すでに、柏市では 51年から独居老人、寝たきり老人世帯に対し自動消

火器の設置をしていますし、昨年は千葉市でも 5カ年計画を立て独居老人

660世帯全部に対し無斜設置を決めたというように伺っております。乙

れは天井l乙下げる円盤形の装置で、温度が 10度ぐらいになると高圧力の

消火液がスプリンクラーのように吹き出して消火するものであります。
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そ乙で、当市においても昨年は独居老人、寝たきり老人世帯の調査を行

った乙とでもありますから、乙れらの家庭へ自動消火装置の無桝設置を積

極的な計画の上、実施していただきたいわけですが、市長の所見をお聞か

せ願います。

以上、 4点にわたり御質問申し上げましたが、御答弁lとより再質問いた

したいと思います。

耳

、

軍

-
a
A
ι
h
r
.
4
3
B』

審(市長半海良一君登壇)

。市長(半津良一君} 田沢議員の御質問にお答えをいたします。

第 1点、昭和 59年度施政方針lζ 関連しての御質問でございますが、第

1点目の社会福祉協議会への寄附行為につきましては、社会福祉の推進を

図る社会福祉協議会が実施主体となります共同募金など市民の善意による

と乙ろの募金活動は、その認識のもとにおける寄附行為と考えております

しかし、今回の社会福祉協議会だよりは掲載された氏名発表については

いささか配慮を欠いたうらみがないわけでもございませんので、今後とも

市におきまして社会福祉協議会に対し、自主性をもって運営される中で、

なお一層適正な指導を図ってまいちたいと存じます。

第 2点、衛生センター建設用地の選定経過についてでございますが、当

初候補地を真倉地内lζ選定いたしましたが、その際当該地域内iζ最も多< . .， 

の土地を所有しておりました吉田新一氏に対し、市長名をもって協力方要

請の文書を出しております。乙れは口頭だけではなく文書がほしいとの申冨'

し出が吉田氏よりなされたためであります。 量

次iζ 、幼稚園入酒税、保育料、し尿収集手数制の改定についての御質問.4
でございますが、まず入園料、保育料につきましては従前より国の示す公..

立幼稚園運営のための基準に合わせてまいりましたが、今回改定をお願い.J
しようとする額についての国の基準は 58年度においてすでに示されてい

るわけでございますので、市といたしましてもぜひ 59年度より 4歳児の

入間斜、保育斜の改定をお顕いしたいという乙とでございます。

また、し尿処理手数斜はっきましでも、環境保全公社の今後の経営見通

しと市の財政状況を十分検討した上での結論でございますので、御理解を

いただきたいと思います。

次tζ大きな 2点、労働行政の確立についてでございますが、市内におけ

書
噛

A 

ce 

園

1 
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る労使の関係は比較的に良好であると考えます。市の労働行政は労働者の

福利厚生対策を重点的に行っております。まず蛍働者の福利厚生を図り、

蛍働組合の健全な発展を期するため安房地区蛍働組合協議会tζ補助金を交

付し、さらに勤労青少年の就業の円滑化と優秀な技術者の養成を図るため

安局地域雇用協議会、安房共同職業訓練協会の運営費の一部を負担をいた

しております。また蛍働者の生活安定を確保するため労働金庫区資金を預

託いたしております。

なお、中小企業iζ働く青少年のために昨年 11月勤労青少年ホームを開

設し、各種の相談、指導を行うほか、日々の余暇を利用し、憩いやスポー

ッ、レクリェーション、文化教養等健全な余暇活動の場を提供するととも

に、働く青少年の福祉の増進を図っていると乙ろでございます。

第 3点、婦人問題の取り組みについてでございますが、御指摘のように

田和 50年を国連では国際婦人年として制定しております。

本市においても乙の精神を草重し、関連施策の推進に努めていると乙ろ

でございますが、具体的には、男女平等と婦人の地位向上に努めていると

乙ろでございます。当市の各種審議会、委員会、指導員等に婦人委員を広

〈登用し、また女子公君臨員の採用及び職域の拡大や研修等の機会を多くし

て能力の開発lと努めておちます。

第 2点には、婦人の教育、訓練の充実を図っていると乙ろでございます。

婦人がその個性、能力を十分発揮し、社会に貢献できるためには生涯を通

じた教育が必要であり、母親のための幼母学級、家庭教育学級、 P TA研

修会等の機会を設け、また自主的な学習活動として婦人大学、地区婦人学

級、公民館講座等を実施し、充実した人生を送る乙とができる教育活動を

展開しておるわけでございます。

第 S点iζ は、母性を保護し、婦人の健康づくりに努めているわけでござ

います。健康問題は婦人自身のみならず次代を担う子供の健康を守る乙と

にもつながる大切な課題でございます。具体的な活動といたしましては、

母語学級、妊婦相談事業、母子保健相談事業、がんの集団検診等を計画的

tζ進めております。また勤蛍婦人の母性保護のための諸規則遵守の徹底を

図っております。

なお、今後とも婦人に関する施策の推進のため関係犠闘が相互に連携し

一
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ながら、目標達成に努めてまいりたいと考えております。 量元

第 4点、ひとり暮らし老人世帯への自動消火装置の設置についての御質量高

間でございますが、自動消火器の設置につきましては昨年 10用より老人 . j 

日常生活用具給付種目の中広新たに自動消火器を加え実施をいたしている冨宇

と乙ろでございます。 量

02番{田沢勝信君) 第 1点の第 1項はっきましてはおおむね了解して直宮

おきたいと思います。

第 2項でありますが、土地取得にかかわって吉田氏から市長決済の文書. ~ 

がほしい旨要請があった、そのようなお答えでありますが、その市長決済量告

の要請があった理由のお話があったかと思いますので、その辺の事情をお.~

聞かせ願いたいと思います。

あわせて、先ほど私の質問の申で、吉田氏が所有している土地以外の周

辺の土地もあわせて市として買収する計画があったのか、その乙とも明確

にお答え願いたいというふうに思います。

。民生部長(鈴木 力君} し尿処理場の用地確保はっきまして当時吉田

新一氏から市長に対しまして、その協力方の文書を出してほしい、乙うい

う要請があったわけでございまして、乙れについては当時吉田氏が金融捜

関から融資を受けるための一つの文書がほしい、乙ういう乙とから文書形

式をもって協力を要請しよう、乙ういうようなととを言われたという乙と

でございます。

なお、当時の建設計画の申で、吉田新一氏の所有しておりました土地だ

けでは確かに用地としては狭いという乙とで、吉田氏以外の周辺の土地も

あわせて買収する乙とによって、し尿処理場としての用地が確保できる、

乙ういう乙とであったわけでございます。

02番{田沢勝信君) 現在、乙の問題l主義判で係争中の問題であります

から、その辺にさわる問題については私も質問を差し控えていきたいと思

いますが、ぞれにいたしましでも、吉田氏が融資を受けるために市長決済

の文書を要請したと、そのような答弁は大変な事態かというふうに考えて

おります。

なぜ一一私が乙のように申し上げる理由ですが、吉田氏が自分の土地を

売るためにではなくて、周辺の土地を買うために融資を受けたんではない
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かと思うんでありますが、そのためにもし市長決済の文書が出され、その

電量融資にあたっての保証の一部にその決済文書が使われていたとすれば、重

¥. I大な問題が発生するんじゃないかというふうに思います。現在吉田氏は裁

~ I判の中でもその乙とを主張しておるようであります。私は乙の問題につい

5 

て裁判の推移を見守ってまいりたいと思いますが、あまりにも土地取得に

対して安易な方向があるんではないか、そういうふうに思います。

それで、乙の問題については最後 1点だけ質問いたしますが、土地を取

得する際民、第三者lζ委託するときに、いままで行っていたような市長決

済の文書を乙れ以降も出していくのかどうなのか、その乙とだけ 1点だけ

お伺いいたしたいと思います。

( r議長、休憩」と呼ぶ者あり)

1量 0議長{石井 正君} 暫時休憩いたします。

E 午後 2時 12分休 憩

午後 2時 4 2分再 開

。議長{石井 正君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

執行部より答弁を求められておりますので、答弁を許します。

O民生部長(鈴木 力君} 先ほどの答弁の全文を取り消しさせていただ

きます。

御答弁を申し上げます。市は、し尿処理場建設候補地として吉田新一氏

所有の物件が必要である旨、協力方を要請をいたした次第でございます。

02番(田沢勝信君} 私の質問がいささか現在裁判所で係争中の内容に

触れたようでありますので、ただいま答弁に一一一乙の場では一応そういう

報告を承っておくと、そういうふうにしておきます。

最後に、私の方から乙の点lと関しまして、もう 1点だけ再確認をさせて

いただきますが、土地の取得lζ対しまして第三者がまたその第四者の土地

を取得して、それをまとめて市が買う、そのような土地の取得の仕方、乙

のような乙とは絶対にやめていただきたいと思いますし、そのような乙と

は今後あり樽ない、そういう乙とを明確に市長から御答弁をお願いいたし

たいというふうに考えます。

0市長{半海良一君) そのような乙とは、いままでもありませんでした

し、今後もございません。
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02番{田沢勝信君} 乙の点については意見を承っておきます。

それで、小さな第 3項lζ移らせていただきます。先ほど諸料金の値上げ

について市長の答弁があったわけでありますが、乙のととに関しましてど

うしても納得がいかない乙とがあります。

特区、し尿関係の料金値上げにつきましては、 57年におきまして現在

の衛生センタ二の建設を含めまして 10 t当たり 120円にしないとコス

トが合わない、そのような市長提案がされ、そういう提案に対して市民か

ら無謀な値上げだ、そのような批判が巻き起乙りました。また議会におき

ましでも、乙の値上げに対しまして修正をして 10 t当たり 90円にした

というふうに記憶しております。

今回も、市長がコスト等を計算いたしまして値上げの提案をされている

わけでありますが、私は市民の実質的な処分可能な所得はあれ以後むしろ

マイナスになっているのではないかというふうに思います。そういう意味

では、前回の値上げの修正は一般会計からの補助を前提としたものになっ

ていたのであります。そういう乙とを考えますと、私は館山市民あるいは

また館山市の議会は賢明な判断をなされた、そういうふうに考えているわ

けであります。

市長は常々、行政の選択を申しておりますが、ただいま私が申し上げた

市民の実質的な所得がふえていなくて、しかも短期間lζ 多くの反対署名が

出ております。再度市長の御見解をお伺いいたしますが、市長の行政の遷

摂にあたっては、乙のような乙とは考慮されているのかどうなのか、その

乙とをお聞かせ願いたいと思います。

。市長{半揮良一君) 前回の値上げを提案いたしましたときには十分コ

ストを考え、そのコストに見合う御負担をお願いをいたしたわけですが、

残念ながら議会の御承認をいただけませんでした。その結果、 57年度は

保全公社が大赤字になりますので、 4500万ほどを一般会計から出した

わけでございます。 58年度も引き続き 30 0 0万からの赤字が出るわけ

でございます。その赤字を現在の財政状況では将来にわたって埋めていく

乙とはきわめてむずかしいと、そういう判断で、今後保全公社の健全経営

のために値上げをお願いしたい。乙ういうふうに考えていると乙ろでござ

います。
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。 2番{田沢勝信君) 市長は、将来にわたって一般会計から保全関係へ

の補助が累積される乙とを心配しておられるようでありますが、私はその

心配はむしろ経済が発展して館山市民の実質所得が向上してからでもいい

Aではないか、乙のように判断いたしますが、その辺はいかがですか。

。市長{半揮良一君) いま、市民の経済状況についての見解は、乙れは

いろいろ分かれるところでございまして、私はそんなに負担にたえられな

いほどいまの経済情勢が悪いというふうには考えておらないわけでござい

ます。

。 2番(田沢勝信君} 私は、 57年からの館山市民の実質的可処分所得

がふえていなくて、むしろ減少しているんではないか、そのような判断に

立っております。市長はいまのお話では困難はない、そのような答弁であ

りましたが、具体的にそれでは館山市民の実質的な可処分所得がふえてい

るのかどうなのか、そのような調査があるのかどうなのか、その乙とを含

めて再度御質問いたします。

。民生部長{鈴木 力君} 現行し尿収集手数桝におきましては、市内の

樟準家庭乙れは夫婦、子供 2人の世帯と仮定いたしまして、現在は年間に

おきましては 1万 6200円乙れが平均的な料金でございます。それから

なお、改定案におきましては年間 1万 98 0 0円になろうかと思います。

02番(田沢勝信君} ただいま私が質問した内容は、館山市民の実質的

な可処分所得がふえているのかどうなのか、市長はさほど困難な負担では

ないと答えられましたので、あえて質問したわけです。

。市長{半海良一君) 可処分所得が幾らかという乙とは、なかなか調査

障むずかしいと思いますが、いま民生部長が答弁いたしましたのは、いま

まで 90円の場合と 110円にした場合で年間 36 0 0円の増でございま

して、河 300円程度の負担ならば、そうたえられない負担ではないとい

うふうに考えたわけでございます。

02番(田沢勝信君) 市長は、いま私がし尿関係を取り上げて質問した

ものですから、し尿関係についてきほどの負担ではないというふうに考え

ておるようでありますが、市民にすれば幼稚園の保育料は上がる、入園斜

陸上がる、学校給食は上がる、またし尿くみ取り斜も上がる、昨年は種々

の使用斜、手数棋が上がる、私は莫大な負担が市民に課せられるというよ
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うに考えて判断しているわけであります。

そういう意味から、私は館山市民の可処分所得がふえてからでも、乙の

値上げはいいんではないだろうか、市民はそのような選択を求めているん

ではないだろうか、そういうふうに思、て質問したわけであります。

館山市也、実態調査は蛍鋤調査を見ましでも計数的lζ 志把握きれていなー

い、また所得についても把握きれていない、そのような中では私は乙の値

上げ提案は市民に依拠した提案ではない。そのように考えております。

市長は常々「市民による市民のための自治Jを主張されてきているわけ

でありますが、乙のいままでの主張と今回の値上げは違う、そういう4 ふう

に私は思っております。乙の件tζ 関しまして市長はいままでの施政方針を

変えるのか、また今回の施政方針の理念を変えるのか、その乙とを乙の件

lζ関しまして最後に御質問いたします。

。市長(半揮良一君} 私の基本的な市政lζ対する考え方を変えるつもり

はございませんし、乙うした値上げをする乙とによって一一寸定来もそうで

ございますけれども、より一層住民サーピスへの徹底をしたいと、そうい

うふうに考えていると乙ろでございます。

02番{田沢勝信君) 乙の値上げ問題はっきましては一般議案にも出て

おりますので、再度またとの申で御質問をさせていただきたいと思います

そ乙で、大きな第 2点目の再質問lζ入らせていただきます。私は乙の質

問の申で結論的1ζ 申しますと、動費者の実態を把握するために、いま兼事

でいる職員を専任職員として、きちんと労働行政をすべきじゃないか、そ

のような質問をしたわけであります。そのととに対して明確な回答があり

ませんでしたので、その乙とを再度御質問いたします。

。経済部長(山田俊壊君) お答えいたします。

労働関係につきましては現在商工観光課に兼務崎員がおります。その申

で、先ほど市長がお答えいたしましたように、地区蛍等にもお願いしなが

らいろいろやっております。また昨年の 11月からは動費青少年ホームも

できましていろいろやっております。現在の兼事職員を専任にというとと

は現在考えておりません。

02番{田沢勝信君} 私が労働行政について質問いたしますと、いつも

昨年は勤労青少年ホームを建てたと、そういう回答が返ってくるわけであ
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りますが、私がなぜ市の現在の兼務職員を専任職員にすべきだという乙と

を考えているかと申しますと、市長の労働行政の施策の上でぜひとも必要

な基本的な勤労者の状態把握がない、そういう乙とを常々感じているわけ

であります。勤労青少年ホームの運営はっきましでも運営委員会をつくっ

て運営していく、そのような答弁が昨年もありました。いまだかつてそれ

はできておりません。私はそういう運営等を見ましても、やはり労働行政

については実態把握の上に立ってなされていない、そういう判断をせざる

を得ないわけであります。

最後に、ぞれと関連しまして、いま答弁がありました専任職員にするつ

もりがないのでありますので、せめて勤労者に対しましてアンケート等で

もよろしいですから実態の把握に努めていただきたい。そういう中で労働

行政の確立を図っていただきたい。そういうふうに考えますが、いかがで

すか。

O市長(半海良一君) 専任職員は置かなくても仕事はできるわけでござ

いますから、御主張のような実態把握に努めていきたいと思います。

02番(田沢勝信君} 実態把握等をしていただけるようでありますから、

ぜひともその乙とは早急にお願いを申し上げておきます。

そ乙で、第 3点目の婦人問題の取り組みについて再質問をいたします。

国際婦人 10年の取り組みの窓口は一体市の申のど乙が担当しているのか、

お聞かせ願います。

。市長(半海良一君) 特lζ婦人問題を扱う部門というものはつくってお

りませんけれども、それぞれ関係する各課においてやっておるものでござ

います。

02番(田沢勝信君) 国際婦人年 10年の取り組みについては、県から

も窓口を設置するようにという乙とで通知がきていると思います。まず、

その乙とはと存じですか。

なんか、らちがあかないようでございますから(笑声)私は乙の通達が

県からきているという乙とを担当の課から実際に開いております。その担

当を市の社教文化課がやると、そういう乙とも伺っております。乙の乙と

を再度確かめてください。

その上で申し上げますが、先ほど私は乙の婦人差別の問題は、具体的に
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国が施行し、また県が施行し、市も施行する。乙ういう婦人の差別問題を

市民lこ啓蒙あるいはまた婦人の交流を通して自覚を高めていく、そのよう .~ 
な活動であります。乙ういう活動が実際はは県から通知があるにもかかわ

らず、いままでないので、あえて私は窓口の明確化を求めて、そのような

活動に取り組んでいただきたい。そういうお願いをしたわけであります。 量，
実際にそういうことをやるつもりがおありなのかどうなのか、御質問をい

たします。

。教育長(安田豊作君) 社教文化課が婦人問題の窓口だという乙とを言

うんですが、私lまそういうふうには受け取っていないわけです。婦人問題

というのは教育だけの問題じゃないと思うんです。いわゆる雇用の問題と

か、健康の問題とか、最も基本的な雇用とかそういう問題がありますから、

教育委員会だけでは従わない問題です。私どもはその側面から婦人の教育

問題について協力をしていくという乙とについては大いにいまもやってい

るつもりですし、今後も続けていきたい。乙ういうふうに思っております。

02番(田沢勝信君) 国連婦人 10年の運動の実際に窓口を設けて具体

的な活動に取り組むようにという通知が県からきているのかどうなのかと

いう乙とから確認しないと話が進まないようようでありますから、ぜひい

ま確認してください。

0議長(石井 正君} いま、確認に行ってるようですから、先に質問を

進めてくれませんか。

02番{田沢勝信君) たぶん私はきておるというふうに聞いております

ので、その乙とを前提にして申し上げます。私はそういう通知が数年前に

きておって、実際はそれをやっていないと、そういうふうに認識している

わけであります。その乙とを踏まえながら、あえて申し上げますが、いま

までの婦人の取り組みがあるわけでありますから、その一環の申でせめて

婦人の差別を解消していく、そのような講習会なり、交満会なりを企画し

てぜひ取ち組んでいただきたい。それが取り組んでいただけるのかどうな

のか、最後に御質問いたします。

。市長{半揮良一君) 私は、婦人韓重論者でございまして、常に婦人を

不平等に扱った覚えはございません。市の行政の上でも平等に一一いまま

でもそうですし、今後もそういうつもりでやっていくつもりでございます。
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02番(田沢勝信君} 市長は婦人を大事にする方だと、そのように私も

判断いたしまして、取り組んでいただけると、そういう前向きに考えてま

いりたいと思います。

時間がありませんので、最後の 4点自に入りますが、先ほどの答弁では

昨年の 12月から日常生活用具の指定の申で実施していると、そのような

答弁がありましたが、それでは現在まで何件自動消火器がついているのか、

その乙とをお聞かせ願います。

また、私は質問の申で、千葉等で実施しているように、一体館山で何件

自動消火装置をつける必要があると思っているのか、たぶん乙れは調査等

されていると思いますので、明らかにしていただきたい。

また、自動消火装置は申請によってつけるというふうになっております

が、私はむしろ市として計画的に年次計画を立て、その中で設置をした方

がいいんではないかというように考えております。市として年次計画を立

てて独居老人家庭lζ対して自動消火装置をつけていくつもりがあるのかど

うなのか、その乙とをお聞かせ願います。

。民生部長(鈴木 力君) 老人の日常生活用具給付事業の申lζ一一乙の

自動消火器の設置についての規定につきましては、昨年の 10月要綱を改

定いたしまして、新しい品目として組み入れたわけでございまして、その

後の設置の状況でございますけれども、いままでに設置されたものはござ

いません。

ぞれからなお、昨年の 10月に民生児童委員を通しまして各老人世帯の

実態調査を実施したわけでございますが、その実態調査の申で、いわゆる

日常生活用具の給付項目の申で希望するかどうかという意識調査、アンケ

ート調査をしたわけでございますが、その中tζ 自動消火器lζ対する希望と

いうものが 63世帯出ております。しかしながら、乙れはあくまでも希望

でございまして、果たしてそのひとり暮らしの世帯に設置の必要があるか

どうかという乙とにつきましては、改めて実態を調べまして、その必要性

というものを確認をしたいというふうに考えておりますので、現在におき

まして自動消火器を設置する世帯については何世帯という乙とは申し上げ

られません。

それからなお、今後の実態調査はよりまして、必要世帯iζ対しましては、
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御指摘のように早い時期lζ設置をする予定ではございますけれども、やは

り園、県の補助対象でございますので、それらを勘案いたしまして年次的

lζ2カ年ぐらいでもって必要世帯lζ対して設置をしたい。乙のように考え

ておる次第でございます。

0議長(石井 正君) 答弁漏れ。

。市長(半津良一君) 調査いたしましたが、特に窓口を設けなさいとい

う指示はきていないようでございます。

。議長(石井 正君} 以上で、 2番議員君の質問を終わります。

次、 27番議員安西益男君御登壇顕います。

( 2 7番議員安西益男君登壇}

027番(安西益男君} 通告しでございます 4点について御質問申し上

げます。

まず最初iζ 、シルバ一人材センターの開設という乙とでございますが、

乙の制度は老人の生きがい対策として働く場所を提供し、それぞれの人生

の経験を生かし社会に貢献するとともに、みずからも生きがいある生活を

おくるという乙とであり、乙乙 2、 3年全国的にも、また県内においても

設立しておると乙ろが多く、国、県の補助制度の拡大とともに、今後ます

ます各地で開設されていくものと予想されます。

高齢化社会の一つの対応として、高齢者の技術、能力を生かし、地域の

ニーズと結合させながら、高齢者の就労を新しい発想のもとに発足させて

いく、そして老齢人口の増加に伴う問題として、もはや老人だけでほなく

私どもみずからの社会問題として、乙うした施策が進められていかなけれ

ばならぬと痛感するものであります。

現在、会員の多くは健康のために鋤きたいという人が圧倒的であり、ま

た一部lζ は経済的な理由から参加しておる人たちもおると思います。

高齢者事業団すなわちシルパ一人材センターの組搬の運営内容について

は、佐倉市の一例を見ますと、佐倉市内に居住するおおむね 60歳以上の

高齢者で、働く意欲のある方だれでも会員になれる。会員tまあらかじめ自

分の希望する仕事を登録しておき、連絡を受けたものを自分で選択する。

事業団は公益的、公共的性格を持つ団体で、営利を目的としない。仕事は

事業団が請け負い、会員は事業団の名において従事するもので、発注者と
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会員の聞には雇用関係は生じない。仕事の代金は事業団が受け取り、会員

tζ は配分金として支払う。仕事iζ 関して生じた責任は事業団が負います。

会員は万ーの事故に備えてシルバ一人材センタ一団体傷害保険lζ加入する。

会員となるには所定の申込書、入会金 500円添えて事務局に提出する。

会費は年額 1200円以内です。働いたときに配分金を支払う都度 100

円ずっ徴収する。

乙ういう乙とでございまして、，なおかっ、乙の会員の人たちの感想が述

べられておりますので、参考に乙れを読み上げてみたいと思いますが「働

く乙とが人生の生きがいという乙とで、私は 27年間の公事員生活を終え

定年退職しました。在職中は定年後の自由で気ままな楽しい生活を期待し

ていましたが、朝寝、夜ふかし、テレピを見て家に閉じ乙もり、不規則な

生活をおくって 1年が過ぎた頃lとは、運動不足で体の調子が悪く、頭がぼ

け始めている乙とに気がつきました。乙れではいけないと再就職を心掛け

ましたが、 60歳を過ぎると求人の少ない乙とを痛感しまし h。市の広報

佐倉でシルバ一人材センターの存在を知り入会しました。左官、大工、植

木職、事務、運搬、運転、草刈ち、雑役等仕事lζ貴賎はありません。どん

な仕事にも忠実にやり、自分の健康のために、また地域社会のために楽し

く働いております。技能大学講座にも出席して、好きな趣味を生かした技

能も身lζ っき、友人もふえ、人生の生きがいを感じておる毎日でございま

す」乙のように会員の人は、非常にシルバーセンターの会員になっている

乙とに喜びを感じておるようでございます。

したがいまして、やはり時代の趨勢として、館山市におきましでも乙の

制度を実施されますような方向で検討顕いたい、乙ういう乙とでございま

すので、よろしくお願いいたします。

次の開題は、先ほどから問題といいますか、提案されておりますように

し尿くみ取り、幼稚園の入園料、保育制、学校給食費等の値上げと公共施

設の淳化槽の民問委託についてでございますが、乙の点はっきましては当

局に十分見直しを願いたい、乙ういう乙とでございます。

乙の問題につきましては、今議会lζ値上げ反対の請願が提出されておち

ます。当初私のと乙ろにも保全公社の労働組合員の委員長と共産党関係の

組合 2名等で請願の要請にまいりましたが、請願の紹介館員になってくれ

、
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ということでございました。私は私なりに乙の問題については対処してい

くとの考えを申し上げ、お断わりしたわけでございます。保全公社の組合

員の中にも「私のあれが通るとは思っていませんが、海化槽部分まで取り

上げる乙とに対して大変な不満を持っています Jという乙とでございまし

た。ですから、本当に全面的lと通ると思っておる人は何人おるかという乙

とになりますと、はなはだ疑問ではありますが。今回の乙の一連の値上げ

に対しては何とか負担を軽減してもらいたい、これが切実な願いであろう

かと存じます。

私どもは、何でも反対し、住民の歓心を得ょうとは全く考えておりませ

んが、今回乙のように一切を受益者負担という乙とについては全面的に認

めるわけにはまいりません。現実的な判断の上からも、他の自治体のよう

lζ一般会計からの助成をすべきであり、市川市のような都市では、先ほど

もお話ありましたように、くみ取り斜金さらにまたごみの収集手数料も無

制で実施しており、今後も引き続き無料という乙とでございます。現在、

いずれの自治体におきましでも、財政的にはそれなりに容易でないわけで

ございます。住民本位の政治はどうあるべきかを昨今痛切に感ずる次第で

ございます。

館山市もかつては他市民先駆けて、ごみ収集料や幼稚園の保育料無料の

ときもありました。また福祉、教育関係の諸問題においても大変歓迎され

たことが多かったのでありますが、最近は他市lζ先駆けて住民への負担が

多くなっておると思います。

し尿処理問題をーっとりましでも、他市では一一近くでは木更津、君津、

富津等し尿及び静化槽の汚泥等の投入料はほとんどは市費で支出されてお

ります。館山市も他市並みに乙の投入料は市で賄えば、料金値上げはしな

くても済むわけでございます。海化槽委託問題も、赤字だからという乙と

で民聞に渡すという乙とでありますが、民間業者もはなはだ迷惑な乙とだ

ろうと存ずるわけでございます。

最近は、諸物価の値上がり、公共料金の値上げ加えて館山市の場合住民

負担の増加と、市長の言う市民の市民による市民のための自治とは一体ど

う結びっくでありましょうか、一連の斜金値上げについてはとくと御検討

願いたいわけでございます。他市のように一般財源から助成する乙とが住
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民本位の自治体ではないかと存じます。

乙うした折に、一方では文化ホールの建設を進めようとしておるようで

ございます。乙れは市の根幹事業実施計画昭和 59年から 61年までの計

画に文化ホールの建設が計画されており、また建設業界の新聞には館山市

の文化ホール建設が 59年度設計、 60年度着工の予定で、予算 8健 80 

o 0万となっておるという乙とでございますが、乙の件につきましては、

昭和 57年 9月公共施設等調査特別委員会より、厳しい財政状態にあるい

ま、その時期ではないという当初の計画が却下された経過がございます。

当局としては議会での承認が得られるならば、いつでも建設したいという

ふうな意向と思いますが、乙の点いかがなものでございますか。値上げ斜

金等厳しい財政下の乙の時期に建設を進めるという乙とは、当局の考えに

対して住民は納得できかねると思いますが、いかがでしょうか。

次、館山市民康閣の開設についてでございます。市街地に住む市民等を

対象iと、家族ぐるみで自然を楽しみ、手づくりの野菜の収穫、花の栽培等

乙のような乙とができる喜びは、市街地に住む人たちにとっては夢でもあ

り、実現するとなれば多くの市民はどれほど喜ぶ乙とか、また申し込みも

かなりの人が参加するものと存じます。

現在、実施されておると乙ろでは市民からの申し込みがふえ、増設し鵠

げておるという乙とであり、なおまた抽せんで利用者を決めておるという

状況であります。なおまた保育園では園児のために借り受け、子供iζ喜ば

れておると、乙ういうふうに聞いております。そしていま、首都圏各地で

行われ非常に好評を得ているというふうに聞いておりますので、館山市&，

おきましでも休耕回、遊休地の有効利用を図り、市民農園の開設を御検討

顧いたいと思う次第でございます。

最後に、固定資産税の増収を図り、不公平の解消についてでございます

が、固定資産税の課税漏れを防ぎ、納税者の不公平惑を解消するために、

全市の航空写真図をトレーシングペーパーを使って調査を進め、適正化の

促進を研究してみてはどうかという乙とでございます。

以上でございます。
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(市長半滞良一君登壇}

安西議員の御質問にお答えをいたします。
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第 1点は、シルバ一人材センターの開設についてでございますが、昨年

1 0月実施いたしました老人意識調査では 33. 4 %の方が現在鋤いてお

りまして、現在働いていない人について見ますと、そのうち 83. 7 %の

人が鋤きたくないと答え、働きたいと答えた方は 6. 8 %でございました。

乙のような現状から、シルバ一人材センターの設置は時期がまだ熟して

いないというように考えております。しかしながら、今後の高齢化社会lと

対応すべく老人の生きがい対策を考慮し、老人クラブ等と連携を密にし、

その醸成を図りつつ事業の実施について検討をいたしていきたいというふ

うに考えております。

第 2点のし尿のくみ取り、幼稚園の入園料、保育料、学校給食等の料金

改定について見直すべきだとの御意見でございますが、いずれも慎重に検

討を重ねました結果、受益者と他の住民との負担の公平を図る乙とと、さ

らに市の財政事情においてはやむを得ない乙とであり、御理解をいただき

たいというふうに考えております。

市川市では無料だというお話でございますけれども、市川市のように財

政指数の非常に高いと乙ろと違いまして、館山市の財政力指数は O. 6 3 

7でございまして、県内 28市中 20位という乙とでございます。乙のよ

うな貧弱な財政状祝にある乙とを十分御理解をいただきたいと思います。

また、市所有施設樺化槽の維持管理についての御質問がございましたが、

昭和 53年度以来館山市環境保全公社に委託をしてまいったと乙ろでござ

いますが、乙れも合理的な財政運営を図るため、昭和 59年度から入札ま

たは見積もり合わせによって民開業者iζ依頼しようとするものでございま

すので、乙れまたひとつ財政の合理化という見地から御理解をいただきた

いと思います。

なお、文化ホールの建設についての御質問がございましたが、乙れは長

い自で見た一つのピジョンでございまして、現在そういう意味で根幹事業

の申に載せてあるわけでございまして、現在乙れを実現しようとする計画

はございません。

第 3点、館山市民農園の提案でございますけれども、市民農園を希望す

る対象者は、市街地iζ住む市民が中心であると思われます。通園距雄等か

ら考えますと、市街地付近の預託水固という乙とになりますけれども、乙
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れらの水田は粘土質でございまして湿田がほとんどでございます。水田は

そのまま市民農園、言わばレクリェーション農園でございますが、ぞれに

は使用できませんので、用水、排水設備等の必要がございます。暗渠排水

工事は、間場整備地区の水回以外は工事そのものが無理なと乙ろが大部分

でございまして、その上、水田での野菜の栽培管理等のむずかしさもござ

いまして、預託水田を利用することは困難でございます。

次lと、第 4点の固定資産税の増収、不公平の解消のため、航空写真図を

トレーシングペーパーを使って調査を進め、適正化の促進をすべきである

と思うが研究したらどうかという御質問、御提案でございますが、県内一

部の市においては民開業者lζ委託をいたしまして、航空写真との照合はよ

り家屋と土地の地目の変化を把握していると伺っております。相当の実績

を上げているという乙とでございます。ただ、乙れに要する費用は相当多

額なものがございます。

当館山市における現状は、著しい住宅建設の増がございませんので、家

屋調査、地目現況調査は職員による巡回調査を実施しておるわけでござい

ます。なお、家屋の一斉照合を毎年各地区ごとに実施し、課税台帳と 1件

ごとに突き合わせし、台帳記載漏れのもの、また消滅して現存しないもの

等を整備をいたしております。

現在のと乙ろ、職員の巡回調査で課税客体の把握は十分と考えておりま

すけれども、せっかく先進地において実効を上げている方法でございます

ので、職員を派遣するなどして研究をしてみたいと考えております。

以上、答弁を終わります。

027番(安西益男君} シルバ一人材センターの件でございますが、調

査の仕方で館山市でも一一一乙んなに極端に希望者が少ないというのはまれ

だと思いますが、ど乙を見てもふえているわけです。さらに 60年からは

一一「現在 10万都市以上はかなりの助成が出ておるわけです。国でもそう

いった方向で奨励といいますか、そういった段階にあるわけですから、積

極的に取り組むという姿勢によっては一一ある程度の団体ができるかどう

かという乙とは、市の指導いかんだと思います。来年度からは 5万都市に

も補助金を下げて支給しようというふうに聞いておるわけです。乙の点は

どうでしょうか。
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館山市としては、県の職業安定課さらに県の社会部等に問い合わせた乙

とがあるかどうか、こういった乙とについて結成しようという乙とで話し

たことがあるか、調査したことがあるか、そういった点はどうですかとい

う乙とをまずお聞きしたいわけでございます。

非常に最近、体を持て余している人が多い、あるいはまたジョギング等

をやっている人もおりましょうけれども、やはりそういった窓口があって、

機関ができて、そうするとどんどんふえてきているわけです。各シルバー

センターの状況を見ておりますと、どんどん申し込み者もふえておる。そ

れからああいった乙とをやってもらいたいという希望もふえておるわけで

す。宮公庁あるいは各家庭そういったと乙ろからの仕事の申し込みもだい

ぶふえていると、大変やっていると乙ろでは好評を得ているし、本当lζ 乙

れはいい乙となんだという乙とで、非常に喜ばれているのが実情でござい

ますので、もう少し研究し、あるいはまた準備委員会というようなものを

設置して本気になって取り組むという姿勢を見せてもらいたいと思うんで

すが、乙の点いかがでしょうか。

。民生部長(鈴木 力君) 御提案のシルバ一人材センターは、高齢者の

自主的な運営はよりまして公益的な団体として運営されるわけでございま

すので、多〈の高齢者の方々が乙の事業lζ対する意欲がなければできない

わけでございますので、今後も高齢者の生きがい対策の推進の申で、研究

と機運の蟻成というものを大いに図っていきたいと、乙のように考えてお

るわけでございまして、昭和 54年度にも老人クラブを対象といたしまし

て、乙れらの調査を実施したわけでございますけれども、残念ながら 12 

o 0人の対象者の申はわずか 3. 8 %という人たちが乙れらに賛同したと

乙ういう乙とでございまして、数からいっても非常に運営がむずかしいと

いう乙とでございまして、県iと対しましでも相談いたしましたと乙ろ、現

在県下でも県北の首都圏にある大きな市におきまして、乙れらのシルバ一

人材センターあるいは高齢者事業団というものを結成してやっているとい

う状況でございますので、当市におきましては将来の問題として大いに機

運醸成を図ってまいりたい。乙のように考えておる次第でございます。

027番(安西益男君} 市が指導する立場にございまして、社団法人方

式という乙とでやっておるわけでございます。県の助成一一ーもちろん現在
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では館山の場合は人口が少ないから、県民は助成はあるわけですが、国の

助成はまだそ乙までいってないわけです。 60年度から助成も 5万都市以

上lと対してはという乙とでございますので、乙の辺もとくと一一→設置でき

ますと、そういった人たちがだんだんふえていく乙とは間違いありません

ので、十分検討願いたい。乙のようにひとつお願いしたいと思います。

ぞれから、次でございますが、いろいろな先ほど値上げにつきましては

御税明がございました。特にし尿問題、さらには樺化槽の民間委託という

点について少しお聞きしたい。乙のように思うわけでございます。

県北の都市は、軒並み半額なり、あるいは非常に安い、ど乙の都市を見

ても、乙乙だけが特lζ恵まれているという乙とではないと思うんです。ま

してや、市川はごみも無斜、またくみ取り桝金色無桝だという乙とでは大

変な乙とだと思いますけれども、やはり住民サイドに立ってという乙とが

行政のあり方ではないかと、乙ういうふうに強く感ずるわけでございます。

特に、近くでは先ほど申し上げましたように木更津では 80円という乙

とでございます。木更津の場合は処理場の投入手数斜一一乙れは御案内の

ように木更津、富津それから君津市は海上投棄も合わせて民商業者が多い

むけでございます。その投入桝金は市でいずれも一一木更津にしても約 1

億円ぐらい市の支出で婿っている。乙れは富津也、君樟もそうでございま

すが、そのように投入料に対しては 18 0 0 t業者が 500円、あとは全

部市で負担している。乙ういう状祝がずっと続いているわけでございます。

乙れは問い合わせてみればすぐわかりますので、その点数えていただきた

いと思うわけでございます。

ですから、館山もそれにならえば、投入制金をはずせばくみ取り斜金を

上げなくても済むという答えが出てくると思うんです。県内でも投入斜ま

で含めて料金を取っているという乙とは少ないというふうに感ずるわけで

す。いわゆる投入制の S千何百万あるいは 4000万というものは市で応

援するならば、かなりの潤いが出てくるというふうに思いますが、その点

も十分御検討いただきたい。乙ういうふうにお願いする次第でございます。

実際、さっき申し上げましたとおり、・財政上の理由という乙とはあるわ

ttであります。館山もかつては幼稚園の保育桝も無制、ごみも無事ヰあるい

はまたいろんな住民サイドに立った行政が行われておったわけでござい
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ますので、急激lと館山市が特lζ 財政が困難だというふうな乙とは感じられ

ないわけです。ど乙もやはりそれなちの苦労の申から、乙のような方針を

とっているという乙とが言えるのではないかと思います。

ですから、先ほどの答弁はありましたように、乙の値上げについては該

当しない 22%の人たちの税金也含まれているというような話もございま

したけれども、何をするにしても、税金は申心は大体市街地が中心でござ

いますから、大半は申心に税金が使われているわけです。さらに言うなら

ば、処理場の建設をするにしても 22%の人たちの税金も含まれているわ

けです。水道施設にしてもそのとおりでございます。そういった乙とから

するならば、多種多様に税金は使われておるわけでございますから、乙う

いった値上げをするのは非常に納得できがたいわけでございます。

そういった点で、何としても応分の一般財源からの補填という乙とを強

〈主張していきたい。乙れが市民の大半の望む御意見であり、考えである

というふうにも確信するわけでございます。市長さん再三市民本位という

乙とでお話あるようでとぎいますから、乙うした実際は即して実行してい

くという姿勢、ぞれを強〈求めたい。乙ういうわけでございますので、一

般財源の補填という乙とはどうしても考えられないのかどうか、その点を

まずお聞かせ願います。

。市長{半樺良一君} 先ほども御答弁申し上げましたけれども、各町村

それぞれいろいろ財政需要があるわけでございまして、再三市111の例が出

ますけれども、市川は千葉県では第 4番目の財政力指数の高いと乙ろでご

ざいます。ほとんど交付税の不交付団体に近いような団体でございます。

私どもの方は O. 6 3 7ということで下から 8番目というような状況でご

ざいますので、やはりそれぞれその財政力lと応じた施策が行われなければ

いけないというように考えるわけでございまして、いろいろ慎重に検討い

たしました結果、乙ういう結論lζ遣しましたので、御理解をいただきたい

というふうに考えております。

027番(安西益男君} 大変に館山だけがというのは理解しがたいわけ

でございますが、いずれにしても国あるいは県、周辺の自治体との関連が

あって成り立つわけでございますから、よそ並みといいますか一一いろい

ろ御説明のと乙ろで館山市より高いと乙ろは少ないわけでございますので
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十分検討し、何とか上げないような助成というものをお願いしたい。乙う

思うわけでございます。

ぞれから、公共施設の浄化槽の民問委託といいますか、入札というお話

がございましたが、何で赤字になるのかと、まずその内容について御説明

を顕いたいと思います。

。民生部長(鈴木 力君} 市の公共施設等の浄化槽の維持管理、清掃に

つきましては、昭和 53年 4月から館山市と環境保全公社との委託契約に

よりまして、毎年度委託契約をしておるわけでございますが、この契約行

為により公社が点検業務、清掃業務を行っておるわけでございます。した

がって、乙の斜金については環境保全公社で定めた海化槽の点検料、清掃

斜乙れ巻市との契約の申lと委託料として定めておるわけでございます。

公社の手数料につきましては、いわゆる浄化槽の点検、清掃に見合う料

金として算定しておるわけでございますが、たとえば人件費におきまして

は 2人とか、あるいはまた点検に要する薬剤費とか、あるいは運搬費そう

いう料金を計算いたしまして、料金を出しておるわけでございますが、そ

ういう乙とから公社の制金は民較的割り高という乙とでございまして、現

在の制金のままで継続するということはできないわけでございます。現行

事時金より約 60%ぐらい多くかかっているわけでございます。

そういう結果でございますので、市におきましでも厳しい財政下でござ

いますので、乙の際思い切って見直して、民間の許可業者に委託契約をし

たらどうかという乙とでございまして、民間委託業者におきましでも、料

金については比較いたしますと、公社よりも安くやっていると、乙ういう

のが現状でございますので、そのようにいたした次第でございます。

027番(安西益男君) そ乙がちょっと理解できないわけでございまし

て、昨年博物館ができまして、静化槽は 2基加わって全部で 33カ所やる

わけですね。乙れは 1年聞に 1遍やればいいわけですから清掃は、ふえた

と乙ろで 33カ所ですから、 33回やればいいわけです。月に 2回乃至 3

園、乙れにかかわる人件費 2名という乙とが非常に納得できない。月に 2

回か、 3回やればいいわけですから、 1基lと対して 1日かかりきりじゃな

いわけです。 2名の方が 1日かかるんではないでしょう、どうですか。

そういった面で、 2名分の人件費を加えて、そうして 1年間の経費は乙
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れぐらいかかりますという乙とでは一一それ以外の時間、日数はくみ取り

の仕事を大半しているわけです。だけれども、人件費には 2名の分として

津化槽の担当の経費というふうに算定されておりますけれども、乙の点も

非常lζ 問題点があるというふうに思いますし、公社でやれば赤字のものを

業者ならもうかるというその割り出し、乙れはどういうふうに考えておる

のか、非常に疑問点が残る。同じ方法でやって片方は赤字、片方はもうか

るという乙となんでしょう。でなければ引き受け手がないわけですから、

その点はどう判断されておりますか、その点の納得のいくような御説明を

お願いします。

。民生部長(鈴木 力君) 先ほど申し上げましたいわゆる環境保全公社

の浄化槽lζ 要する経費の金額的なものは、乙れは新しい昭和 59年度にお

きましての見込みでございますけれども、現行の斜金では市の方から公社

民支払います額が年間 761万 80 0 0円でございますが、乙れに対しま

して必要となる経費は年間 1161万円という数字が出ておりますが、乙

れは人件費 2人分が主なるものでございます。

先ほど、お言葉はございましたように 1人でできるんではないかという

乙とでございますが、乙れを 57年度あるいは 58年度現在までの業務の

内容を公社の方で調べましたと乙ろ、やはり最低 2人近くはかかっている

んだ、と申しますのは、点検については 1人でできるけれども、清掃につ

いてはやはり大きな合併槽については 4t;，車を持って行って、そ乙でスカ

ムあるいは汚泥の抜き取りという作業をしまして、ぞれをさらに運搬する

という乙とでございますので、どうしても最低 2人という基準が出ておる

わけでございます。乙れを浮化槽の点検、清掃に要する経費の申tζ加算を

したわけでございます。そんなわけでございますので、 59年度の見込み

といたしましては 442万 40 0 0円というものが乙の業務に要する不足

額という乙とでございます。

なお、民開業者との斜金の比較でございますが、一概に申すわけにはま

いりませんけれども、大体市内にございます官公庁そういうものの穆化槽

についての斜金を調べてみたわけでございますが、単純には比較できませ

んけれども、民開業者で行っている市内の官公庁 12ヵ所について調べて

みますと、総体的にみて点検料金と清掃料金を合わせまして約 50%程度
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聞きがある、民間の方が安い、公社の方が高いと、こういう結果が出たわ

吋でございまして、特に清掃料金のコストが公社の方が高い。乙ういう乙

とでございます。

。 27番{安西益男君) ですから、同じ方法でやって、ど乙かおかしい

んじゃないんですか。同じ方法でやっているんでしょう、点検もやるんで

しょう、民開業者にしても、そんなに聞きがあるという乙とは納得できな

い、乙ういう乙となんですよ。

しかも、 2人と言っていますけれども、月に 2回か、 3回です。点検は

やるにしても、そんなに時間的にかかるわけではありませんから、 1日か

かるというわけではないわけです。ふえて 33カ所ですから、そういった

点で、人件費の面からもほかにみんな入っておる。だからくみ取り業務を

大半やっておるわけです。乙の 2名の申でも仕事はそんなにないわけです

から、そういった点で算定の仕方も非常に片寄っている。そっちの仕事の

分まで人件費を含めているという乙とが言えるわけですから、そういった

阜では、乙れだけ赤字の仕事を民間の人民渡すのは気の毒じゃないかとい

う観点から申し上げているわけです。そんなに開きがあるというととはど

うしでも納得できないわけです。同じように仕事をして 5096も聞きがあ

るという乙とはどうしても納得できない。その点もう少しわかりやすくも

う一遍説明していただきたいと思います。

。民生部長{鈴木 力君) 廃棄物の処理法施行規則はよりまして、毎年

1回法定検査というものを行うようになっておるわけでございます。

( rそれはわかってます」と呼ぷ者あり)

。民生部長(鈴木 力君} 先ほど申し上げましたとおり、公社におきま

しては浄化槽の清掃、点検乙れはどうしても 2人必要だという乙とでござ

いますが、やはり市の公共施設の浄化槽 33基ございまして、乙の数もや

や業奮をやるについては数が少ない関係で、料金的tζ コスト高になるわけ

でとぎいまして、乙乙らもあるわけでございます。

。 27番(安西益男君} なかなか納得できませんけれども、とにかく民

聞に入札とかする前に一一赤字が多少あるにしても、人件費も 2人抱える

ζ とは、全部計上する乙とが納得できない。実瞭にはそっちの仕事を大変

やっているわけですから、 1100万幾らかかるという乙とを見てみます
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と大変うなずけないものがあるわけでございます。

先ほどの市長の答弁の申では、何とか認めてもらいたいという乙とでご

ざいますけれども、何とか全般的tζ対する助成をお願いするとともに、特

lと乙の浄化槽の施設に対しては、かつての理事会で要請があって始めたわ

けですから、理事会のとうするんだという話も今回なかったわけでござい

ます。そういった点で一方的だなという感じも受けるわけでございます。

乙の点何とか継続して、浄化槽の委託を十分検討していただきたいと思う

わけでございます。

それから 1点、し尿くみ取りの件につきまして、組合員がどうなるんだ

ろうか、静化槽も委託になるし、くみ取りも民間にいくんじゃないかとい

う非常に心配をしておるわけでございますが、乙の点はずっと引き続いて

くみ取りの件については公社として運営をやっていくのか、はっきりと将

来性について市長からお聞きしたい。よろしくどうぞ。

O市長{半海良一君} 経営の合理化、市の財政的な見地から、市所有の

し尿浄化槽の維持管理は、毘問委託をしようというふうに考えたわけでご

ざいますが、し尿のくみ取りの方については、民間委託は現在のと乙ろ考

えておりません。

027番{安西益男君} ひとつ、浄化槽もう一遍十分検討してください

それから、次に移るわけでございますけれども、市民農園という乙とで

ございますけれども、市民農園という乙ともさらに検討してお願いしたい。

強く希望するわけでございます。

それから、課税の対象になる固定資産税のあり方という点につきまして

も検討していただきたい。実際いま調べていきますと、雑種地、山林等は

かなりの建物、それらしい建物があるわけでございます。それを調べれば

かなりあると思うんです。実際、固定資産税から除外されるのは 8万円と

いうふうに聞いております。 8万円以上は固定資産税かけていいという乙

とになっておるわけですから、ちょっとした建物、増築したという乙とで

は課税の対象になるわけでございますので、どうかその点も一一組区的に

はやっておるようでございますが、全市的tζ検討してい乙うという乙とで

ございますが、かなり実施しているととろでは成果を上げておる。何十檀

というような増をみておるわけですから、そういった点で、なかなか実施
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するのは大変な乙とですが、なお一層御努力を願いたいと思います。

いずれにしても、市民lζ 対する負担というものはますますふえておるわ

吋でございますので、十分乙の点を御検討いただきまして、よろしくお願

いしたいと思うわけでございます。

特lζ 、浄化槽という点については、先ほどもお話がありましたけれども、

引き続いてやっていくような線でもって再度十分検討願いたいというよう

なことをお願いいたしまして終わります。

ちょっと待ってください、文化ホール 59年から 60年lζ着工という、

業界新聞に出ているという 8億 80 0 0万乙れはどうなんですか。

0市長(半湾良一君) どういうと乙ろからその数字が出たのか、ちょっ

と私どもには見当がつきません。

。議長{石井 正君) 以上で、 27番議員君の質問を終わります。

延 会 午後 3時 55分

。議長(石井 正君) お諮りいたします。

本日の会議は乙れにて延会いたしたいと思います。乙れに御異議ありま

せんか。

( r異議なし」と呼ぷ者あり)

。議長(石井 正君) 御異議なしと認めます。よって、本日は乙れにて

延会する乙とに決しました。

次回は、明 3月 9日午前 10時開会とし、その議事は本日比引き続き通

告による行政一般質問を行います。

。本日の会議に付した事件

1 行政一般質問
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